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は
じ
め
に

情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
の
発
達
は
、
次
々
と
新
し
い
働
き
方
を
生
み
だ

し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
不
特
定
多
数
の
ク
ラ
ウ

ド
（
群
衆
）
に
ア
ク
セ
ス
し
、
必
要
な
労
働
力
を
調
達
す
る
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ

ン
グ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
遊
休
の
資
産
を
利
用
す
る
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
（
共

有
）
タ
イ
プ
の
労
働
力
利
用
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
デ

ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
以
下
、
単
に
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
す
る
）
を

介
し
た
労
働
力
取
引
の
も
と
で
の
働
き
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
、
こ
う
し
た
現
象
を
総
称
し
て
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と

呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
技
術

革
新
と
と
も
に
、
今
後
も
発
展
拡
大
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
」
を
介
し
た
労
働
力
取
引
も
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

「
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
を
通
じ
て
労
働
力
取
引
を
行
っ
て
い
る
就
労
者

は
、
多
く
の
場
合
、
契
約
上
は
個
人
事
業
主
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
就
労
形
態
の
多
様
化
が
、
労
働
者
と
し
て
の
保
護
が
及
ば
な
い
者

を
拡
大
化
さ
せ
る
こ
と
と
同
義
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
労
働

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
を
通
じ
て
労
働
力
取
引
を
行
な
っ
て
い
る
多
く
の
就
労

者
の
就
労
実
態
は
、
労
働
者
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る

と
、
就
労
者
が
「
労
働
者
」
か
否
か
と
い
う
議
論
は
避
け
て
通
れ
な
い
。

ウ
ー
バ
ー
イ
ー
ツ
ユ
ニ
オ
ン
が
東
京
都
労
働
委
員
会
に
申
し
立
て
た
不
当
労

働
行
為
の
救
済
を
求
め
て
い
る
事
件
が
、
大
詰
め
を
迎
え
て
（
１
）

い
る
。
い
よ
い
よ

日
本
に
お
い
て
も
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
に
従
事
す
る
就
労
者
の
「
労
働

者
性
」
が
初
め
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
労
働
委
員
会
の

判
断
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
に
従
事
す
る
就
労
者
の
保
護
に
関

す
る
議
論
が
、
日
本
に
お
い
て
も
本
格
的
に
開
始
さ
れ
よ
う
。

本
稿
は
、
本
格
的
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の
保
護
に
つ
い
て
議
論
が

な
さ
れ
る
前
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
①
そ
も
そ
も
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働

の
実
態
と
課
題
、
②
日
本
の
保
護
策
に
関
す
る
政
策
上
の
対
応
や
議
論
状
況
、

③
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の
保
護
に
関
す
る
海
外
の
動
向
、
そ
し
て
、
④

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
に
対
す
る
社
会
保
障
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
概

観
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
は
な
に
か

１

な
ぜ
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
な
の
か

本
稿
で
は
、
問
題
と
な
るU

ber
E

ats

等
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
、「
労

働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
し
た
。
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ム
と
い
う
用
語
を
用
い
る
理
由
は
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
エ
コ
ノ
ミ
ー
」

と
い
う
現
象
を
的
確
に
表
せ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
情
報
通
信
技
術＝

Ｉ

Ｃ
Ｔ
の
発
達
に
よ
っ
て
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
現
象
を
説
明
す
る
概
念
と
し
て

は
、「
ギ
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
や
「
オ
ン
デ
マ
ン
ド
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
等
の
様
々
な

呼
称
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
の
う
ち
、
筆
者
は
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
エ
コ

ノ
ミ
ー
」
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
の
が
適
切
と
考
え
て
（
２
）

い
る
。

そ
の
理
由
の
第
一
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
た
労
働
力
の
取
引
、
と

り
わ
け
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
の
特
徴
の
一
つ
に
、
隔
地
者
間
の
取
引
が
挙
げ
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ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
の
特
徴
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
を
通
じ
て
契
約
し
た
当
事
者
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
仮
想
空
間
上
で

取
引
を
完
結
し
う
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
が
「
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
理
由
は
、U

ber
E

ats

の
よ
う
な
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
（
遊
休
資
産
の
共

有
）
型
の
労
働
力
取
引
に
お
い
て
も
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
存
在
が
欠

か
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
型
の
労
働
力
取
引
の
特
徴

に
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
し
た
取
引
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ

の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
介
し
た
労
働
と
い
う
の
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を

介
し
た
労
働
力
取
引
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
ギ
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
の
よ
う
に
、「
一
時
的
な
契
約
」
と

い
う
側
面
を
強
調
し
た
と
ら
え
方
が
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
型
の
代
表
的
存
在
で
も
あ
るU

ber
E

ats

を
念
頭
に
お
い
て
み
る
と
、
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
し
て
継
続
的
に
労
働
力
の
取
引
を
行
な
っ
て
い
る
就

労
者
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
点
」
で
と
ら
え
れ
ば

た
し
か
に
「
ギ
グ
」
と
い
え
よ
う
が
、
線
で
と
ら
え
れ
ば
、「
継
続
的
日
々
雇

用
」
と
も
類
似
す
る
働
き
方
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
一
晩
限
り
の
取
引
（
ギ

グ
）」
と
い
う
側
面
の
み
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。

一
方
、「
オ
ン
デ
マ
ン
ド
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
い
う
呼
称
も
あ
る
。
こ
の
「
オ

ン
デ
マ
ン
ド
」
と
は
、「
そ
の
都
度
の
要
求
に
応
じ
た
」
取
引
と
い
う
意
味
で

あ
り
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
た
取
引
の
一
つ
の
特
徴
と
み
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
、「
オ
ン
デ
マ
ン
ド
」
な
取
引
は
、
近
所
の
酒
屋
に
電
話

を
し
て
酒
類
を
配
達
し
て
も
ら
う
と
い
う
よ
う
に
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介

さ
な
く
と
も
可
能
な
取
引
で
も
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
「
オ
ン
デ
マ
ン
ド
エ
コ

ノ
ミ
ー
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
る
こ
と
は
、
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ

た
取
引
の
実
態
を
捉
え
る
に
は
不
適
切
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、「
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
い
う
用
語
も
妥
当
で
は
な

い
。
こ
の
場
合
の
「
シ
ェ
ア
」
は
、「
遊
休
の
資
産
の
共
有
」
と
い
う
意
味
で

用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
就
労
し
て
い
る

就
労
者
は
、
そ
の
す
べ
て
が
副
業
や
復
業
と
し
て
労
働
力
を
提
供
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
た
就
労
を
専
属
的
に
行
っ
て
い
る

者
も
一
定
数
存
在
（
３
）

す
る
。
こ
の
点
は
、
第
四
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
本
稿
の
対
象
で
あ
る
新
た
な
現
象
を
と
ら

え
る
呼
称
と
し
て
は
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
が
適
切
と
い
え

よ
う
。

２

労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
は

次
に
、
本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
「
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
に
つ
い
て

明
確
に
し
て
お
こ
う
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
は
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
環
境
下
に

お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
集
め
た
り
交
換
し
た
り
す
る
仮
想
上
の

『
場
』」
と
一
応
定
義
で
き
（
４
）

よ
う
。
こ
の
よ
う
に
定
義
で
き
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
の
う
ち
、
本
稿
で
は
「
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
を
検
討
の
対
象
と
し
て

（
５
）

い
る
。「
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
は
、
こ
こ
で
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

を
通
じ
て
労
働
力
の
取
引
が
仲
介
さ
れ
る
も
の
と
定
義
し
て
お
く
。
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二

労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
類
型

１

「U
b
er

型
」
と
「
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
型
」

本
稿
に
お
い
て
は
、
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
類
型
も
重
要
と
な
る
。
同

じ
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
た
労
働
力
取
引
と
は
い
っ
て
も
、
典
型
的

な
「U

ber

型
」
と
「
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
型
」
で
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
の
機
能
も
大
き
く
異
な
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
を
通
じ
て
就
労
し
て
い
る
就
労
者
の
「
労
働
者
性
」
判
断
に
も
影
響
を
与
え

る
か
ら
で
あ
る
。

第
１
図
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
、
二
一
年
一
〇
月
三
一
日
〜
一
一

月
一
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
労
働
法
学
会
第
一
三
八
回
大
会
に
お
け
る
大
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
社
会
法
上
の
課
題
」
に
お
い

て
、
筆
者
ら
が
用
い
た
類
型
図
で
あ
る
。
本
稿
で
も
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
説
明

（
６
）

す
る
。

第
１
図
で
は
、
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
「U

ber

型
」
と
「
ク
ラ
ウ
ド

ソ
ー
シ
ン
グ
型
（
以
下
、
Ｃ
Ｓ
型
）」
に
分
け
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
類

型
分
け
は
、
あ
く
ま
で
も
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
機
能
か
ら
分
類
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
分
類

は
、
た
だ
ち
に
規
範
的
類
型
分
け
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
類
型
分
け
は
、
現
時
点
で
の
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
理
念
型
を

前
提
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
分
類
の
ど
ち
ら
に
も
位
置
づ
け
ら
れ

な
い
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で

（
７
）

あ
る
。
し
か
し
、
議
論
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
あ
え
て
、
こ
の
類
型
分

け
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

た
だ
、
結
果
と
し
て
、「U

ber

型
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
に
お
け
る
働
き
方
／
働
か
せ
方
は
、
従
来
か
ら
の
雇
用
と
類
似
す
る
側

面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
分
類
は
、
規
範
的
類
型
分
け
で
は
な

い
も
の
の
、
た
と
え
ば
就
労
者
の
「
労
働
者
」
性
が
問
題
と
な
る
場
面
で
、
一

定
の
有
益
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。

ま
た
、
こ
れ
以
降
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
労
働
力
を
提
供
す
る
者

を
、
第
１
図
の
よ
う
に
「
就
労
者
」
あ
る
い
は
「
ワ
ー
カ
ー
」
と
す
る
。

２

労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
機
能

�

主
な
発
注
者

「U
ber

型
」
で
は
、U

ber

やU
ber

E
ats

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
た
労
働
力
取
引
の
内
容
は
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
や
フ
ー
ド
デ

リ
バ
リ
ー
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
主
な
発
注
者
は
個
人
（
消
費
者
）
で
あ
る
。

一
方
、「
Ｃ
Ｓ
型
」
の
発
注
者
は
企
業
の
場
合
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、「
Ｃ
Ｓ

型
」
に
お
い
て
も
個
人
が
発
注
者
と
な
る
こ
と
は
あ
る
が
、
実
態
か
ら
い
っ
て

そ
れ
は
例
外
的
と
い
え
よ
う
。
こ
の
主
な
発
注
者
の
違
い
が
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ム
ビ
ジ
ネ
ス
の
対
象
に
直
結
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「U

ber

型
」

は
、
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
や
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
、
家
事
代
行
な
ど
、
一
定
の
仕

事
・
役
割
に
特
化
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た

40



第１図 労働プラットフォ ームの類型
〔出所 〕 「クラウドソ ーシング研究会 」作成 （注

（
１９
）
を参照 ）
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め
、
就
労
者
に
求
め
ら
れ
る
仕
事
も
画
一
的
で
あ
り
、
ま
た
報
酬
の
決
定
も
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
よ
り
画
一
的
に
行
わ
れ
て
い
る
実
態
が
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
「
Ｃ
Ｓ
型
」
は
、
一
定
の
も
の
に
特
化
さ
れ
ず
多
様
な
仕
事
が
や
り
取
り

さ
れ
、
報
酬
も
当
事
者
間
の
交
渉
に
委
ね
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

�

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
機
能

「U
ber

型
」
と
「
Ｃ
Ｓ
型
」
に
共
通
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
特
徴
と
し

て
は
、
支
払
い
確
保
機
能
と
就
労
者
の
評
価
機
能
が
あ
る
。
支
払
い
確
保
機
能

と
は
、
発
注
者
と
就
労
者
と
の
間
で
報
酬
の
授
受
が
直
接
な
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
発
注
者
が
支
払
う
べ
き
報
酬
を
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
あ
ら
か
じ
め
支
払

い
、
契
約
終
了
後
に
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
就
労
者
に
支
払
う
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
評
価
機
能
と
は
、
仕
事
完
了
後
に
、
仕
事
の
発
注
者
や
就
労
者

が
相
互
に
評
価
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
設
け
て

い
る
こ
と
を
指
す
。

一
方
、「
Ｃ
Ｓ
型
」
で
は
、
あ
く
ま
で
も
労
働
力
の
仲
介
に
専
念
す
る
の
に

対
し
て
、「U

ber

型
」
で
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
自
体
が
労
働
力
を
利
用
し

て
い
る
と
評
価
で
き
る
点
が
両
者
の
違
い
で
あ
る
。
な
お
、「U

ber
型
」
に
お

い
て
は
、
労
働
力
の
配
置
等
に
つ
い
て
、
Ａ
Ｉ
に
も
と
づ
い
た
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
も
あ
る
（「
Ｃ
Ｓ
型
」
の
マ
ッ
チ
ン
グ
に
お

い
て
も
Ａ
Ｉ
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
）。

�

労
務
提
供
場
所

労
務
提
供
場
所
に
つ
い
て
も
両
者
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。「U

ber

型
」
で

は
、
た
と
え
ば
発
注
者
で
あ
る
個
人
が
指
定
し
た
場
所
に
運
送
す
る
と
か
、
指

定
し
た
場
所
に
飲
食
物
を
運
ぶ
と
か
、
お
よ
そ
労
務
の
提
供
場
所
が
実
際
の
物

理
的
空
間
の
な
か
で
特
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
Ｃ
Ｓ
型
」

に
お
け
る
労
務
の
提
供
場
所
は
、「U

ber

型
」
の
よ
う
に
特
定
さ
れ
ず
、
た

だ
、
仕
事
の
遂
行
方
法
の
指
示
や
成
果
物
の
引
き
渡
し
な
ど
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ム
を
介
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

�
「
Ｐ
Ｆ
受
注
・
再
委
託
機
能
」「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
能
」

日
本
の
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
（
８
）

れ
ば
、
理

念
型
と
し
て
の
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
い
う
視
点
か
ら
は
い

ま
だ
発
展
途
上
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業
者
の

一
部
は
、
主
な
発
注
者
で
あ
る
企
業
か
ら
仕
事
を
直
接
受
注
し
、
こ
れ
を
登
録

し
て
い
る
ク
ラ
ウ
ド
就
労
者
に
対
し
て
再
委
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
収
益
を
確

保
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
（
９
）

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
１
図
の
な
か
の
「
Ｐ

Ｆ
受
注
・
再
委
託
機
能
」
に
該
当
し
、「
再
委
託
型
」
の
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン

グ
と
も
い
え
る
形
態
で
あ
る
。

ま
た
、
ド
イ
ツ
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
（
１０
）

ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
ク

ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業
者
が
直
接
受
注
す
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
発
注

者
と
就
労
者
と
の
間
の
契
約
遂
行
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機

能
を
提
供
し
て
い
る
場
合
も
（
１１
）

あ
る
（
第
１
図
の
な
か
の
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機

能
」）。

こ
の
よ
う
な
「
Ｐ
Ｆ
受
注
・
再
委
託
機
能
」
や
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
能
」

は
、
実
は
も
う
一
つ
の
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
理
念
型
で
あ
る
「U

ber
型
」
の
そ
れ
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、「U

ber

型
」
の
「
労
働

力
調
達
・
利
用
機
能
」
と
同
様
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
労
働
力
の
調
達
や
編

成
に
一
定
の
関
与
を
行
な
っ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
そ
の
よ
う
な
形
態
で
労
働
力
を
提
供
し
て
い
る
就
労
者
の
「
労
働
者
」
性
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が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
機
能
の
同
質
性
は
見
逃
せ
な
い
こ
と

に
な
ろ
う
。

三

労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
特
徴

１

従
来
型
の
「
雇
用
」
と
は
？

各
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
労
働
力
の
取
引
を
行
っ
て
い
る
就
労

者
の
「
労
働
者
」
性
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
こ
れ
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
そ
も

そ
も
従
来
型
の
「
雇
用
」
が
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。

従
来
型
の
「
雇
用
」
は
二
〇
世
紀
型
の
工
場
労
働
を
モ
デ
ル
と
し
た
垂
直
的

統
合
企
業
組
織
を
前
提
と
し
て
（
１２
）

い
る
。
こ
れ
ら
雇
用
労
働
、
す
な
わ
ち
企
業
労

働
と
い
う
の
は
、
末
端
労
働
者
を
含
め
て
企
業
が
指
揮
命
令
を
通
じ
、
直
接
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
労
働
法
制
や
社
会
保
障
の
仕
組
み
は
、
企
業
労
働
、
と
り
わ
け

そ
の
正
規
労
働
者
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ

う
。
た
と
え
ば
、
労
働
法
上
の
労
働
者
概
念
や
労
働
時
間
規
制
、
あ
る
い
は
被

用
者
保
険
と
い
っ
た
仕
組
み
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

「U
b
er

型
」
の
特
徴
と
雇
用
の
類
似
性

「U
ber

型
」
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
介
し
た
労
働
力
の
取
引
で
あ
る
と

い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、「
Ｃ
Ｓ
型
」
と
は
異
な
り
、「
隔
地
者
間
取

引
」
で
は
な
く
、
就
労
者
は
物
理
的
空
間
に
お
い
て
就
労
す
る
。
そ
し
て
、
多

く
の
「U

ber

型
」
で
は
、
就
労
者
を
個
人
事
業
主
と
し
て
扱
っ
て
い
る
場
合

が
多
い
。
た
と
え
ば
、
日
本
のU

ber
E

ats

に
よ
れ
ば
、
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー

（
就
労
者
）
は
、U

ber
E

ats

に
登
録
し
た
個
人
事
業
主
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
。
ま
た
、U

ber
E

ats

は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
パ
ー
ト
ナ
ー
と
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー

間
の
配
送
業
務
に
か
か
る
委
託
契
約
を
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
介
し
て
仲
介

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
も
主
張
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
介
し
た
労
働
力
の
取
引
と
い
う
の

は
、
従
来
型
の
「
雇
用
」
の
よ
う
に
、
命
令
の
鎖
に
よ
る
明
確
な
指
揮
命
令
関

係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
取
引
さ

れ
る
労
働
力
の
労
働
条
件
と
も
い
え
る
仕
事
の
依
頼
そ
の
も
の
や
報
酬
額
は
、

膨
大
な
デ
ー
タ
と
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
独
占
し
て
い
る
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

に
よ
っ
て
優
位
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
態
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本

のU
ber

E
ats

に
お
い
て
も
報
酬
体
系
が
一
方
的
に
決
定
変
更
さ
れ
、
労
働
力

の
配
置
に
つ
い
て
も
応
答
率
に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
（
１３
）

あ
る
。

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
お
い
て
は
、
つ
な
が
り
の
結
節
点
―
―
ウ
ェ

ブ
サ
ー
バ
ー
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
利
用
条
件
―
―
を
支
配
す
る
者
が
権
力
を

（
１４
）

握
る
」
と
い
う
懸
念
が
「U

ber

型
」
に
お
い
て
も
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
こ
う
い
っ
た
実
態
を
考
慮
す
る
と
、「U

ber

型
」
を
通
じ
て
労
働
力
を
提

供
し
て
い
る
就
労
者
は
、
そ
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
対
す
る
依
存
状
態
に
あ

特集 プラットフォーム労働の実態と課題
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る
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
デ
ジ
タ
ル
依
存
」、
あ
る
い

は
「
デ
ジ
タ
ル
従
属
」
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
依
存
関
係
は
、
二
一
世

紀
的
な
従
属
概
念
と
も
い
え
、
二
〇
世
紀
型
工
場
労
働
を
モ
デ
ル
と
し
た
垂
直

的
統
合
型
企
業
組
織
を
前
提
と
し
た
雇
用
に
類
似
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。

一
方
で
、
典
型
的
な
従
来
の
雇
用
労
働
を
前
提
と
し
た
労
働
法
で
は
と
ら
え

き
れ
な
い
部
分
も
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
日
本
の
労
働
基
準
法
上
の
「
労
働
者
」

に
関
す
る
従
来
の
判
断
要
素
で
は
、
こ
れ
ら
就
労
者
を
保
護
の
対
象
と
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
第
六
、
第
七
節
を
参
照
願
い
た

い
。３

「
Ｃ
Ｓ
型
」
の
特
徴

�

隔
地
者
間
取
引

「
Ｃ
Ｓ
型
」
の
特
徴
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
存
在
を
前
提
と
し
た
、
顔
の

見
え
な
い
隔
地
者
間
取
引
を
仲
介
す
る
点
に
あ
る
。
雇
用
に
お
け
る
リ
モ
ー
ト

ワ
ー
ク
と
の
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
が
、
雇
用
の
場
合
の
そ
れ
は
、
企
業
労
働

の
一
形
態
で
あ
り
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
対
面
型
労
働
が
な
さ
れ
る
こ
と
が

前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
Ｃ
Ｓ
型
」
で
は
、
そ
の
発
注
者
と

就
労
者
が
、
互
い
に
物
理
的
空
間
で
対
面
し
な
い
こ
と
が
原
則
で
あ
る
。
両
者

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
提
供
す
る
チ
ャ
ッ
ト
ツ

ー
ル
な
ど
を
利
用
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
雇

用
で
は
包
摂
で
き
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
抱
え
る
就
労
者
が
就
労
関
係

に
包
摂
さ
れ
る
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
に
（
１５
）

な
る
。
た
と
え
ば
、
育
児
や
介
護
に

従
事
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
か
、
障
害
を
有
し
て
い
る
者
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
（
１６
）

よ
う
。

一
方
で
、
こ
の
隔
地
者
間
取
引
は
、「
対
面
」
型
労
働
を
基
調
と
す
る
企
業

労
働＝

「
使
用
従
属
関
係
」
を
基
軸
に
そ
の
「
労
働
者
」
性
が
判
断
さ
れ
る
従

来
型
の
「
雇
用
」
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
だ
ろ
う
。

�

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
機
能

「
Ｃ
Ｓ
型
」
の
次
の
特
徴
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業
者
が
運
営

し
て
い
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
、
契
約
管
理
、
報
酬
管
理
、
評
価
管
理
を
担

っ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
共
通
の
特

徴
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

�
「
Ｃ
Ｓ
」
型
の
受
発
注
形
態

「
Ｃ
Ｓ
型
」
の
受
発
注
形
態
の
概
略
は
、
第
１
図
を
参
照
さ
れ
た
い
。
さ
ら

に
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業
者
が
提
供
す
る
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
サ
ー

ビ
ス
に
は
、
い
く
つ
か
の
定
型
的
な
受
発
注
形
態
が
あ
る
。
大
き
く
、
①
コ
ン

ペ
型
、
②
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
、
③
（
マ
イ
ク
ロ
）
タ
ス
ク
型
に
分
け
ら
れ
る
。

①

コ
ン
ペ
型
と
は
、
字
義
ど
お
り
「
コ
ン
ペ
」
型
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

発
注
者
が
企
業
ロ
ゴ
の
制
作
を
発
注
し
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
複
数
の

ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
（
以
下
、
Ｃ
Ｗ
）
が
ロ
ゴ
の
候
補
を
制
作
し
て
発
注
者
に

提
案
す
る
。
発
注
者
は
、
候
補
の
な
か
か
ら
意
中
の
ロ
ゴ
の
採
用
を
決
定
し
、

そ
の
提
案
者
に
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
。
こ
の
一
連
の
や
り
と
り
を
、
ク
ラ
ウ
ド

ソ
ー
シ
ン
グ
事
業
者
を
通
じ
て
行
う
の
が
、
コ
ン
ペ
型
で
あ
る
。

②

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
と
は
、
発
注
者
が
、
一
定
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
完
遂

を
Ｃ
Ｗ
に
依
頼
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
然
、
こ
の
や
り
と
り
も
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
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シ
ン
グ
事
業
者
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
の
構
築
、
翻
訳
な
ど
が
ま
る
ご
と
依
頼
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

③
（
マ
イ
ク
ロ
）
タ
ス
ク
型
と
は
、
あ
る
作
業
を
簡
単
な
作
業
で
行
え
る

仕
事
に
分
解
し
、
多
数
の
Ｃ
Ｗ
に
そ
の
遂
行
を
委
ね
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
デ
ー
タ
入
力
作
業
や
、
デ
ー
タ
の
収
集
と
い
っ
た
作
業
で
あ
る
。
こ
れ
ら

一
つ
一
つ
の
作
業
は
難
し
く
な
く
、
短
時
間
で
遂
行
で
き
る
も
の
が
多
い
。
そ

の
た
め
、
報
酬
額
が
低
額
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

こ
れ
ら
「
Ｃ
Ｓ
型
」
に
お
け
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
を
労
働
関
係
と
と

ら
え
る
と
し
て
も
、
発
注
者
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
う
ち
、
誰
が
使
用
者
か

と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
単
な
る
二
者
間
の
労
働
関
係
で
は
な

く
、
た
と
え
ば
、
共
同
使
用
者
（“jointem

ployer”

）
と
い
う
概
念
を
用
い

る
な
ど
の
工
夫
が
必
要
と
な
ろ
う
。

�

小

括

こ
れ
ら
「
Ｃ
Ｓ
型
」
の
特
徴
の
な
か
で
も
、
と
く
に
重
要
な
も
の
が
隔
地
者

間
取
引
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
指
揮
命
令
に
よ
り
、
労
働
者
に
対
し
て
拘
束
的
な

労
働
を
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
た
従
来
の
企
業
労
働
と
は
、
ま
っ
た
く

異
な
る
性
質
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
「
Ｃ
Ｓ
型
」
に
お

け
る
就
労
者
の
「
労
働
者
性
」
は
、
海
外
に
お
い
て
も
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ

て
い
る
と
は
言
い
が
（
１７
）

た
い
。
比
較
法
的
見
地
か
ら
も
、
ま
だ
ま
だ
課
題
が
多
い

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
に
従
事
す
る

就
労
者
の
実
態

１

「U
b
er

型
」

�
「U

b
er

型
」
の
実
態
調
査

「U
ber

型
」
に
従
事
す
る
就
労
者
の
実
態
と
は
い
っ
て
も
、
日
本
の
場
合
、

ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
が
「
白
タ
ク
」
行
為
と
し
て
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
に
従
事
し
て
い
る
就
労
者
の
そ
れ

に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
に
従
事
す
る
就
労
者
の
実
態
調
査
は
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
最
近
に
な
っ
て
、
一
般
社
団
法
人
プ
ロ
フ

ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
＆
パ
ラ
レ
ル
キ
ャ
リ
ア
・
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
協
会
（
以
下
、
フ
リ

ー
ラ
ン
ス
協
会
）
が
二
二
年
三
月
二
九
日
に
公
表
し
た
「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
白
書

二
〇
（
１８
）

二
二
」
で
そ
の
本
格
的
な
調
査
結
果
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
調
査
に
加
え
、

科
研
費
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
の
進
展
と
社
会
法
の
近
未
来

―
―
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
の
法
的
保
護
の
検
討
」
お
よ
び
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
進
展
と
社
会
法
の
近
未
来
―
―
ゆ
ら
ぐ
企
業
依
存
型
シ
ス
テ

ム
」
で
行
な
わ
れ
たU

ber
E

ats

を
利
用
し
て
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
に
従
事
す

る
就
労
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し

（
１９
）（
２０
）

て
お
く
。
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�

性
別
お
よ
び
年
齢

「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
白
書
二
〇
二
二
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
（
ｎ＝

一
万
三

八
四
四
）
は
、
八
九
・
〇
％
が
「
男
性
」
で
、「
女
性
」
は
九
・
一
％
で
あ
っ

た
。
年
齢
は
、「
二
〇
歳
代
」
二
一
・
二
％
、「
三
〇
歳
代
」
二
八
・
八
％
、

「
四
〇
歳
代
」
二
九
・
二
％
で
、
こ
れ
ら
「
二
〇
歳
代
」
〜
「
四
〇
歳
代
」
だ

け
で
、
全
体
の
約
八
割
を
占
め
る
。
比
較
的
若
い
年
齢
層
が
従
事
し
て
い
る
働

き
方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

�

就
労
者
の
「
職
業
」

回
答
者
の
「
職
業
」
は
、「
個
人
事
業
主
」
四
七
・
六
％
、「
会
社
員
」
二

七
・
九
％
、「
フ
リ
ー
タ
ー
」
九
・
四
％
、「
学
生
」
八
・
二
％
が
上
位
を
占
め

て
い
る
（
巻
頭
色
刷
り
第
１
図
）。
回
答
者
が
加
入
し
て
い
る
公
的
医
療
保
険

の
割
合
を
み
る
と
、「
健
康
保
険
組
合
」
と
「
全
国
健
康
保
険
協
会
（
き
ょ
う

か
い
健
保
）」
が
あ
わ
せ
て
二
七
・
三
％
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
職
業
に
お
け
る

「
会
社
員
」
の
割
合
と
符
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
「
会
社
員
」
は
、

「
副
業
」
と
し
て
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
に
従
事
し
て
い
る
と
い
う
分
析
が
可
能

で
あ
ろ
う
。

一
方
、
公
的
医
療
保
険
に
つ
い
て
「
国
民
健
康
保
険
」
と
回
答
し
て
い
る
割

合
が
五
九
・
九
％
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
職
業
の
「
個
人
事
業
主
」
と
「
フ

リ
ー
タ
ー
」
の
合
計
の
割
合
で
あ
る
五
七
・
〇
％
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、「
個
人
事
業
主
」
や
「
フ
リ
ー
タ
ー
」
は
、
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
を
「
専

業
」
あ
る
い
は
「
復
業
」
と
し
て
行
っ
て
い
る
者
と
い
え
よ
う
。

�

稼
働
時
間
と
報
酬
額

①

稼
働
時
間

一
週
間
の
平
均
稼
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
七
八
・
八
％
が
「
週
四
〇

時
間
未
満
」
と
回
答
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
個
人
事
業
主
」「
会
社
員
」
で
ク

ロ
ス
集
計
す
る
と
、「
個
人
事
業
主
」
で
「
四
〇
〜
六
〇
時
間
未
満
」
と
回
答

す
る
者
の
割
合
が
二
一
・
七
％
と
な
り
、「
会
社
員
」
の
四
・
〇
％
と
大
き
な

違
い
が
あ
る
。
一
方
、「
一
〇
時
間
未
満
」
の
割
合
は
、「
会
社
員
」
が
五
二
・

八
％
で
あ
る
が
、「
個
人
事
業
主
」
は
二
九
・
七
％
で
あ
る
。
こ
れ
ら
数
字
か

ら
も
、「
個
人
事
業
主
」
に
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
「
専
業
」
が
多
い
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
よ
う
。
な
お
、「
個
人
事
業
主
」
の
一
三
・
一
％
は
「
六
〇
時
間
以
上
」

就
労
し
て
い
る
。
一
週
間
の
平
均
的
稼
働
時
間
が
「
六
〇
時
間
以
上
」
で
あ
る

場
合
、
こ
れ
を
労
働
時
間
に
換
算
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
過
労
死
認
定
基
準
」

で
あ
る
「
発
症
前
一
ヵ
月
間
に
お
お
む
ね
一
〇
〇
時
間
又
は
発
症
前
二
ヵ
月
間

な
い
し
六
ヵ
月
間
に
わ
た
っ
て
、
一
ヵ
月
間
あ
た
り
の
時
間
外
労
働
が
お
お
む

ね
八
〇
時
間
を
超
え
る
労
働
が
認
め
ら
れ
る
場
合
」
に
匹
敵
す
る
数
字
と
な

る
。
ま
た
、
総
務
省
統
計
局
の
労
働
力
調
査
に
よ
る
二
一
年
平
均
の
週
間
就
業

時
間
を
み
る
と
、「
正
規
の
職
員
・
従
業
員
」
の
う
ち
週
六
〇
時
間
以
上
の
割

合
が
六
・
九
％
で
あ
る
。
単
純
に
は
比
較
で
き
な
い
が
、
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー

配
達
員
の
う
ち
「
専
業
」
的
に
就
労
す
る
一
部
の
「
個
人
事
業
主
」
は
、
雇
用

労
働
者
よ
り
も
長
時
間
労
働
傾
向
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
数
字
で
あ
る
。

収
入
全
体
に
占
め
る
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
配
達
員
の
収
入
の
割
合
を
見
る

と
、「
三
割
以
下
」
と
す
る
者
が
四
三
・
〇
％
で
あ
る
の
に
対
し
、「
八
割
以

上
」
と
回
答
す
る
者
が
三
九
・
五
％
い
る
。
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
配
達
員
は
、

「
兼
業
」
的
に
就
労
す
る
者
と
「
専
業
」
的
に
就
労
す
る
者
が
、
ほ
ぼ
同
割
合
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で
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。

②

報
酬
額

一
週
間
の
平
均
報
酬
額
は
、「
三
万
円
未
満
」
と
回
答
す
る
者
が
五
七
・
七

％
で
半
数
を
占
め
る
。
一
方
、「
五
万
円
〜
一
〇
万
円
未
満
」
と
回
答
す
る
者

も
一
九
・
一
％
存
在
す
る
（
巻
頭
色
刷
り
第
２
図
）。
報
酬
額
を
月
収
ベ
ー
ス

（
一
週
間
の
平
均
報
酬
額
に
四
・
四
を
乗
し
た
）
に
す
る
と
、
前
者
は
「
一
三

万
二
〇
〇
〇
円
未
満
」
と
な
り
、
後
者
は
「
二
二
万
〜
四
四
万
円
未
満
」
と
な

る
。
後
者
の
数
字
は
、
生
計
を
維
持
で
き
る
（
２１
）

収
入
を
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
配
達

員
の
そ
れ
だ
け
で
獲
得
で
き
て
い
る
と
い
え
る
水
準
で
あ
る
。
ま
た
、「
個
人

事
業
主
」
と
「
会
社
員
」
の
ク
ロ
ス
集
計
を
見
る
と
、
一
週
間
の
平
均
報
酬
額

が
「
五
万
円
〜
一
〇
万
円
未
満
」
と
回
答
す
る
「
個
人
事
業
主
」
の
割
合
が
三

〇
・
二
％
と
な
る
一
方
、「
三
万
円
未
満
」
と
回
答
す
る
「
会
社
員
」
の
割
合

は
七
六
・
六
％
と
な
る
。

「
専
業
」
的
に
就
労
し
て
い
る
割
合
が
多
い
「
個
人
事
業
主
」
の
な
か
に

は
、
そ
れ
だ
け
で
生
計
を
維
持
で
き
る
収
入
を
得
ら
れ
て
い
る
者
が
多
い
こ
と

が
わ
か
る
。
一
方
、「
兼
業
」
的
に
就
労
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ

る
「
会
社
員
」
は
、
収
入
面
か
ら
も
そ
の
「
兼
業
」
的
性
格
が
強
い
こ
と
を
裏

づ
け
う
る
。

�

働
き
方
に
対
す
る
満
足
度

フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
配
達
員
の
満
足
度
の
調
査
で
は
、
全
般
的
に
「
満
足
」

し
て
い
る
と
回
答
し
た
者
の
割
合
は
六
八
・
〇
％
で
あ
る
（
巻
頭
色
刷
り
第
３

図
）。
具
体
的
に
、
こ
の
よ
う
な
働
き
方
の
ど
の
点
に
満
足
し
て
い
る
の
か
を

尋
ね
た
結
果
に
よ
れ
ば
、「
就
業
環
境
（
働
く
時
間
／
場
所
な
ど
）」（
七
四
・

四
％
）「
仕
事
上
の
人
間
関
係
」（
七
一
・
一
％
）「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
と
の
両

立
」（
七
四
・
五
％
）
に
「
満
足
」
と
回
答
し
た
割
合
が
い
ず
れ
も
七
割
を
超

え
て
い
る
。
ま
た
、「
達
成
感
／
充
実
感
」
も
六
九
・
〇
％
と
高
い
。

「
収
入
」
に
つ
い
て
も
四
五
・
一
％
が
「
満
足
」
と
回
答
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
「
不
満
」
の
三
二
・
二
％
を
超
え
て
い
る
。
後
の
「
Ｃ
Ｓ
型
」
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の
そ
れ
と
比
較
し
て
も
、
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
配
達

員
の
こ
の
点
に
関
す
る
満
足
度
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、「
報
酬
額

の
設
定
（
報
酬
額
の
算
定
、
報
酬
額
の
水
準
等
）」
に
つ
い
て
、
五
二
・
三
％

が
「
不
満
」（「
満
足
」
は
二
七
・
九
％
）
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
図
は
非
表

示
）、
得
ら
れ
る
総
収
入
額
に
は
一
定
程
度
満
足
し
て
い
る
も
の
の
、
個
別
の

配
達
の
報
酬
額
の
決
定
に
は
大
い
に
不
満
を
抱
い
て
い
る
者
が
多
い
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

意
外
な
の
は
、「
事
故
・
け
が
へ
の
対
応
」（
二
〇
・
一
％
）
や
「
交
通
安
全

へ
の
対
応
」（
一
七
・
一
％
）
に
関
す
る
「
不
満
」
の
割
合
が
高
く
な
い
こ
と

で
あ
る
（
巻
頭
色
刷
り
第
４
図
）。
ま
た
、「
社
会
保
険
へ
の
加
入
案
内
」
の
不

満
も
高
く
な
い
（
一
九
・
九
％
）。

一
方
、「
不
満
」
が
「
満
足
」
を
超
え
た
の
は
、「
社
会
的
地
位
」
で
あ
る

（
巻
頭
色
刷
り
第
３
図
）。
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
配
達
員
へ
の
嫌
が
ら
せ
（
配
達

員
が
、
就
労
中
に
暴
言
を
浴
び
せ
ら
れ
た
り
す
る
実
態
が
あ
る
こ
と
が
報
道
さ

れ
て
い
る
）
が
社
会
問
題
と
な
っ
た
こ
と
に
対
応
す
る
数
字
と
い
え
よ
う
。
そ

の
ほ
か
、
配
達
業
務
支
援
に
つ
い
て
「
評
価
制
度
の
運
用
」
や
「
サ
ポ
ー
ト
デ

ス
ク
の
対
応
」
に
不
満
を
感
じ
て
い
る
者
が
三
割
を
超
え
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
（
図
は
非
表
示
）。

し
か
し
、
全
体
的
な
満
足
度
の
高
さ
に
比
例
し
て
、「
今
後
も
フ
ー
ド
デ
リ

バ
リ
ー
配
達
員
の
業
務
を
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
か
」
と
の
問
い
に
、「
ず
っ
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と
続
け
た
い
」（
二
〇
・
八
％
）
と
「
し
ば
ら
く
は
続
け
た
い
」（
六
一
・
一

％
）
の
割
合
を
足
す
と
八
一
・
九
％
と
な
り
、
比
較
的
高
い
継
続
意
向
が
示
さ

れ
て
い
る
。
他
方
、「
な
る
べ
く
早
く
や
め
た
い
」
は
一
一
・
一
％
で
あ
る

（
図
は
非
表
示
）。

�

小

括

フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
配
達
員
と
い
う
働
き
方
に
、
就
労
者
の
多
く
は
満
足
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
身
を
み
る
と
、
総
じ
て
「
自
由
」
に
対
す
る
満

足
度
が
高
い
。
こ
の
自
由
に
は
、
就
労
場
所
や
時
間
の
自
由
が
含
ま
れ
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
、「
人
間
関
係
」
か
ら
の
自
由
も
含
ま
れ
よ
う
。
こ
う
い
っ
た
傾

向
は
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
調
査
の
満
足
度
の
結
果
に
も
共
通
す
る
（
巻
頭
色
刷
り

第
５
図
）。

一
方
で
、
個
別
の
報
酬
額
の
設
定
に
関
し
て
は
不
満
が
多
い
。
こ
れ
は
、
次

で
み
る
ク
ラ
ウ
ド
就
労
者
と
同
様
の
傾
向
で
あ
る
。
最
低
報
酬
額
の
設
定
や
、

報
酬
額
決
定
基
準
の
開
示
な
ど
の
規
制
の
必
要
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、「
事
故
・
け
が
へ
の
対
応
」
の
不
満
度
が
高
く
な
い
と
は
い
え
、
決

し
て
満
足
度
が
高
い
わ
け
で
は
な
い
（「
満
足
」
二
六
・
一
％
）（
巻
頭
色
刷
り

第
４
図
）。
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
配
達
員
と
い
う
業
務
の
性
質
上
、
交
通
事
故

と
は
無
縁
で
は
な
い
。
就
労
者
の
生
命
・
身
体
の
安
全
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の

予
防
は
も
ち
ろ
ん
、
事
故
と
な
っ
た
場
合
の
補
償
体
制
も
整
備
さ
れ
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
す
で
に
、
配
達
員
ら
は
、
二
一
年
九
月
か
ら
労
災
保
険
の
特
別
（
２２
）

加
入

が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
就
労
実
態
か
ら
も
正
面
か
ら
こ
れ
ら
就
労
者
の

「
労
働
者
」
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

２

「
Ｃ
Ｓ
型
」
―
―
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
（
Ｃ
Ｗ
）
の
実
態

�

ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
研
究
会
調
査
を
取
り
上
げ
る
理
由

Ｃ
Ｗ
の
実
態
調
査
は
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
七
年
の
連
合
・
連
合

総
研
共
同
調
査
研
究
（
働
き
方
の
多
様
化
と
法
的
保
護
の
あ
り
方
「『
曖
昧
な

雇
用
関
係
』
の
実
態
と
課
題
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
」
以
下
、
連
合
総
研

調
査
）
で
も
調
査
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
実
際
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
筆

者
も
参
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
筆
者
も
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る

「
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
研
（
２３
）

究
会
」
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
連

合
総
研
調
査
で
は
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
の
発
注
形
態
ま
で
は
尋
ね
ら
れ
て

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
連
合
総
研
調
査
に
は
、「
す
き
ま
時
間
」
を
利
用
し

た
安
易
な
受
発
注
形
態
で
あ
る
（
マ
イ
ク
ロ
）
タ
ス
ク
型
の
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ

ン
グ
に
従
事
し
て
い
る
就
労
者
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
Ｃ
Ｓ

型
」
に
お
け
る
働
き
方
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
す
き
ま
時
間
」
的
「
兼
業
」

で
就
労
し
て
い
る
者
と
い
う
よ
り
は
、
比
較
的
「
専
業
」
的
に
就
労
し
て
い
る

者
が
多
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
の
実
態
を
見
る
こ
と
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
点
、「
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
研
究
会
」
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
Ｃ
Ｗ
に
占
め

る
自
営
業
（
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
等
の
個
人
就
業
者
）
の
割
合
が
全
体
集
計
に
お

い
て
一
五
・
四
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス

に
限
定
し
た
場
合
の
そ
れ
の
割
合
が
三
八
・
九
％
で
あ
る
（
第
１
表
）。
こ
の

こ
と
か
ら
も
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
に
、
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
と
い
わ
れ
る
よ
う
な

働
き
方
の
就
労
者
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ

ン
グ
研
究
会
の
調
査
は
、
サ
ン
プ
ル
が
小
さ
い
も
の
の
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
で
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就
労
し
て
い
る
就
労
者
の
実
態
を
あ
る
程
度
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。�

ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
研
究
会
調
査
の
概
要

ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
研
究
会
で
は
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
を
通
じ
て
仕

事
を
獲
得
し
て
い
る
就
労
者
（
Ｃ
Ｗ
）
の
属
性
と
意
識
、
そ
し
て
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
事
業
者
が
果
た
し
て
い
る
役
割
等
を
探
る
た
め
、
就
労
者
個
人
に
対
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
ラ
ン
サ
ー
ズ
社
を
通
じ
て
、

ラ
ン
サ
ー
ズ
社
に
登
録
し
て
い
る
就
労
者
に
協
力
を
お
願
い
す
る
形
で
実
施
し

た
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
一
八
年
一
月
〜
二
月
に
行
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
、
一
八
六
二
件
の
回
答
を
得
た
。

�

Ｃ
Ｗ
の
属
性

①

Ｃ
Ｗ
の
属
性
（
性
別
）

ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
就
労
者
は
、
女
性
が

多
い
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
に
限
定
し
て
も
同
様
の
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
の
比
率

は
若
干
少
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
マ
イ
ク
ロ
タ
ス
ク
型
な
ど
比
較
的
簡
易
な
作

業
が
求
め
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
、
専
業
主
婦
層
等
の
利
用
が
多
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
利
用
者
全
体
の
女
性
に
占
め
る
専
業
主
婦
の
割
合
は
、
三
五
・
七
％

で
あ
る
の
に
対
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
に
限
定
す
る
と
専

業
主
婦
の
占
め
る
割
合
は
二
七
・
五
％
と
な
る
。

②

Ｃ
Ｗ
の
属
性
（
年
齢
）

Ｃ
Ｗ
の
多
く
は
、
一
〇
歳
〜
四
九
歳
の
者
が
多
く
を
占
め
る
（
一
〇
〜
二
九

歳
二
七
・
〇
％
、
三
〇
〜
三
九
歳
三
六
・
七
％
、
四
〇
〜
四
九
歳
二
四
・
八

第１表 ＣＷの属性（職業上の地位）

（％）

〔出所〕２０１８年「クラウドソーシング研究会」調査

無
職
（
左
記
に
あ
て
は
ま
ら
ま
い
も
の
）

７．８

５．６

失
業
者

１．６

１．４

年
金
生
活
者

０．６

１．４

学
生
（
大
学
院
生
、
専
門
学
校
生
、
高
校
生
、
予
備
校
生

等
を
含
む
）

６．２

５．６

専
業
主
婦
（
夫
）

２３．８

１５．３

自
営
業
（
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
等
の
個
人
就
業
者
）

１５．４

３８．９

自
営
業
（
従
業
員
を
雇
用
し
て
い
る
、
ま
た
は
、
共
同
経

営
者
を
持
つ
事
業
者
）

１．５

１．４

派
遣
・
契
約
社
員
（
学
生
を
除
く
）

９．３

５．６

会
社
・
団
体
に
雇
用
さ
れ
る
従
業
員
（
管
理
職
）

３．４

４．２

会
社
・
団
体
に
雇
用
さ
れ
る
従
業
員
（
管
理
職
以
外
）

２９．９

２０．８

１，８６２

７２

ｎ

全体

プロジェクト型

特集 プラットフォーム労働の実態と課題
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％
）。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
に
限
定
し
て
も
同
様
の
傾
向
に
あ
る
。

③

Ｃ
Ｗ
の
属
性
（
職
業
上
の
地
位
）

す
で
に
第
１
表
で
示
し
た
よ
う
に
、
Ｃ
Ｗ
に
占
め
る
自
営
業
（
フ
リ
ー
ラ
ン

サ
ー
等
の
個
人
就
業
者
）
の
割
合
が
一
五
・
四
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
型
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
に
限
定
し
た
場
合
の
そ
れ
の
割
合
が
三
八
・

九
％
で
あ
る
。
そ
の
差
は
、
二
三
・
五
ポ
イ
ン
ト
あ
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型

に
、
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
と
い
わ
れ
る
働
き
方
の
就
労
者
が
多
い
こ
と
が
わ
か

る
。�

Ｃ
Ｗ
就
労
者
の
収
入

①

Ｃ
Ｗ
就
労
者
の
年
収
分
布

Ｃ
Ｗ
の
年
収
（
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
を
含
む
全
年
収
）
分
布
（
一
八
年
）
を
、

全
体
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
の
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
を
示
し
た
の
が
巻
頭
色
刷
り
第

第２表 クラウドワークの遂行時間

（％）

〔出所〕２０１８年「クラウドソーシング研究会」調査

第３表 クラウドワークに従事する理由
（上位３つまでの回答）

（％）

〔出所〕２０１８年「クラウドソーシング研究会」調査

そ
の
他

３．１

２．８

４０
時
間
以
上

１．８

６．９

定
年
後
の
仕
事
と
し
て
最
適
だ
か
ら

１．８

１．４

介
護
と
の
両
立
が
必
要
だ
か
ら

２．０

０．０

３
０
時
間
以
上
４０
時
間
美
男

２．４

１．４

育
児
と
の
両
立
が
し
や
す
い
か
ら

１３．６

２．８

２
０
時
間
以
上
３０
時
間
未
満

５．５

５．６

新
た
な
取
引
先
を
開
発
し
た
い
か
ら

０．６

１．４

起
業
を
考
え
て
い
る
た
め

２．２

２．８

１
０
時
間
以
上
２０
時
間
未
満

１２．１

１２．５

就
職
先
・
転
職
先
を
見
つ
け
る
た
め

１．３

０．０

報
酬
の
高
さ
が
魅
力
的
な
た
め

１．６

０．０

５
時
間
以
上
１０
時
間
未
満

２２．７

２２．２

家
計
補
助
や
学
費
獲
得
の
た
め

２４．３

５．６

人
間
関
係
に
煩
わ
せ
ら
れ
な
い
か
ら

１８．３

１１．１

５
時
間
未
満

５５．５

５１．４

自
宅
等
、
自
分
の
好
き
な
場
所
で
で
き
る
か
ら

６２．４

２５．０

１，８６２

７２

少
な
い
時
間
で
で
き
る
仕
事
だ
か
ら

３４．０

９．７

自
分
の
好
き
な
時
間
に
で
き
る
か
ら

６８．７

２７．８

ｎ

全 体

プロジェクト型

自
分
の
能
力
・
ス
キ
ル
を
向
上
さ
せ
る
た
め

１５．１

１１．１

自
分
の
能
力
・
ス
キ
ル
を
活
か
せ
る
か
ら

１５．０

１５．３

１，８６２

７２

ｎ

全
体

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
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６
図
で
あ
る
。

最
も
多
い
割
合
は
、
全
体
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
と
も
「
一
〇
万
円
未
満
」
が

多
数
を
占
め
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
年
収
区
分
に
お
い
て
も
、
両
者
に
顕
著
な

差
異
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、「
一
五
〇
万
〜
二
〇
〇
万
円
未
満
」
の
割
合

だ
け
は
顕
著
に
異
な
り
、
全
体
集
計
が
七
・
七
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
型
は
一
三
・
九
％
と
、
後
者
の
方
の
割
合
が
高
い
。
ま
た
、
総
数
が

少
な
い
の
で
参
考
程
度
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
の
う

ち
、「
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
」
と
回
答
し
て
い
る
者
の
年
収
分
布
も
示
し
た
。
こ

の
場
合
、「
一
〇
〇
〜
一
五
〇
万
円
未
満
」
と
「
三
〇
〇
〜
四
〇
〇
万
円
未

満
」
に
ピ
ー
ク
が
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

巻
頭
色
刷
り
第
７
図
は
、
Ｃ
Ｗ
の
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
だ
け
に
限
っ
た
年
収

（
一
八
年
）
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
的
に
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
に

よ
る
収
入
は
低
く
、「
五
万
円
未
満
」
と
す
る
も
の
が
多
い
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

型
の
場
合
、「
三
〇
〜
五
〇
万
円
」
と
回
答
す
る
割
合
が
、
全
体
集
計
よ
り
多

い
点
が
注
目
さ
れ
る
。

�

ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
の
遂
行
時
間

Ｃ
Ｗ
に
、
週
の
う
ち
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
の
遂
行
に
費
や
し
た
時
間
を
尋
ね
た

も
の
が
第
２
表
で
あ
る
。

全
体
集
計
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
最

も
割
合
が
多
い
の
は
い
ず
れ
も
「
五
時
間
未
満
」
で
あ
っ
た
。
な
お
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
型
に
「
四
〇
時
間
以
上
」
と
す
る
者
が
五
人
（
六
・
九
％
）
お
り
、
一

部
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
に
従
事
し
て
い
る
就
労
者
に
比
較
的
労
働
時
間
が
長
い

者
が
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

�

ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
に
従
事
す
る
理
由

Ｃ
Ｗ
が
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
に
従
事
す
る
理
由
を
複
数
回
答
（
上
位
三
つ
）
で

尋
ね
た
結
果
が
第
３
表
で
あ
る
。

全
体
集
計
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
で
大
き
く
異
な
る
の
が
、「
自
分
の
好
き
な

時
間
に
で
き
る
か
ら
」「
少
な
い
時
間
で
で
き
る
仕
事
だ
か
ら
」「
自
宅
等
、
自

分
の
好
き
な
場
所
で
で
き
る
か
ら
」「
家
計
補
助
や
学
費
獲
得
の
た
め
」
で
あ

り
、
い
ず
れ
も
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
に
従
事
し
て
い
る
就
労
者
の
回
答
が
少
な

い
。
と
く
に
、「
好
き
な
時
間
」
や
「
好
き
な
場
所
」
と
回
答
し
た
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
型
に
従
事
し
て
い
る
就
労
者
の
比
率
は
、
全
体
集
計
と
同
様
に
相
対
的
に

高
い
が
、
全
体
集
計
を
大
き
く
下
ま
わ
る
。

一
方
、「
少
な
い
時
間
で
で
き
る
仕
事
だ
か
ら
」
や
「
家
計
補
助
や
学
費
獲

得
の
た
め
」
の
項
目
も
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
に
従
事
し
て
い
る
就
労
者
の
回
答

が
少
な
い
こ
と
は
、
全
体
集
計
に
マ
イ
ク
ロ
タ
ス
ク
型
の
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
に

従
事
し
て
い
る
者
が
多
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
と
く
に
、「
少
な
い
時
間

で
で
き
る
仕
事
だ
か
ら
」
を
回
答
し
て
い
る
者
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
に
従
事
し

て
い
る
就
労
者
に
少
な
い
の
は
、
時
間
の
か
か
る
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
こ
と

が
多
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

第
３
表
の
「
そ
の
他
」（
三
・
一
％
）
の
回
答
の
具
体
例
と
し
て
は
、
下
記

の
も
の
が
あ
っ
た
（
括
弧
内
は
件
数
）。

妊
娠
・
病
気
・
障
害
（
２３
）

趣
味
・
社
会
勉
強
（
４
）

空
き
時
間
の
活
用
（
４
）

ア
ル
バ
イ
ト
の
代
わ
り
（
無
職
）（
３
）

求
人
が
な
い
（
地
方
郡
部
等
）（
３
）
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好
き
な
仕
事
（
３
）

家
事
と
の
両
立
（
３
）

失
業
期
間
中
の
収
入
確
保
（
２
）

収
入
増
加
（
２
）

と
く
に
、「
妊
娠
・
病
気
・
障
害
」
と
回
答
し
て
い
る
者
が
目
立
つ
。
こ
れ

ら
の
者
に
と
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
が
就
労
機
会
の
獲
得
の
手
段
と
し

て
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
デ
ー
タ
で
あ
る
。

な
お
、
参
考
ま
で
に
、
連
合
総
研
調
査
の
「
Ｃ
Ｗ
の
満
足
度
」
に
関
す
る
調

査
結
果
を
第
４
表
と
し
て
示
し
て
お
く
。
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
研
究
会
調
査

は
、「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
白
書
二
〇
二
二
」
の
よ
う
に
、
直
接
的
に
満
足
度
に
関

す
る
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
（
後
述
の
よ
う
に
不
満
度
調
査
は
行

な
わ
れ
て
い
る
）。

第
４
表
は
、
全
体
的
に
満
足
度
が
高
い
こ
と
を
示
す
。
こ
の
高
い
満
足
度
を

支
え
て
い
る
の
は
、「
自
由
に
使
え
る
時
間
、
休
日
」
や
「
人
間
関
係
」
で

第４表 ＣＷの満足度

大いに不満
である

２．６

〔出所〕 連合総研 働き方の多様化と法的保護のあり方「『曖昧な雇用関係』
の実態と課題に関する調査研究報告書」（２０１７年１２月）

第５表 クラウドワークの不満・問題点

特
に
問
題
を
感
じ
て
い
な
い

１３８

６

〔出所〕２０１８年「クラウドソーシング研究会」調査

第６表 ＣＷの属性（企業別組合以外の組合加入状況）

（％）

〔出所〕２０１８年「クラウドソーシング研究会」調査

利
用
手
数
料
が
高
い
こ
と

５７９

２１

わ
か
ら
な
い

２２．５

２０．８

W
eb

空
間
に
お
け
る
仕
事
や
能
力
の
評
価
が
正
当
と
思
え
な
い
こ
と

３９

２

やや不満で
ある

８．７

知
的
財
産
の
保
護
が
弱
く
ア
イ
デ
ア
盗
用
の
危
険
が
高
い
こ
と

５８

２

加
入
し
て
い
な
い
し
、

加
入
し
た
く
な
い

５８．８

５６．９

能
力
や
知
識
を
高
め
ら
れ
る
機
会
が
少
な
い
こ
と

４５

３

自
分
の
能
力
を
活
か
せ
る
仕
事
が
少
な
い
こ
と

１１２

２

加
入
し
て
い
な
い
が
、

加
入
し
た
い

１６．８

２０．８

どちらとも
いえない

３４．７

発
注
が
一
部
の
受
注
者
に
偏
る
こ
と

１３５

５

加
入
し
て
い
る

１．９

１．４

発
注
仕
様
が
明
確
で
な
く
仕
様
変
更
が
多
い
こ
と

１０１

７

発
注
さ
れ
る
仕
事
の
継
続
性
が
な
い
こ
と

５０２

２１

やや満足し
ている

４５．４

１，８６２

７２

報
酬
支
払
の
拒
否
や
遅
延
が
あ
る
こ
と

１３０

７

安
定
し
た
収
入
を
確
保
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と

１，１０９

４１

ｎ

全 体

プロジェクト型

報
酬
が
安
い

１，１９９

４０

大いに満足
している

８．６

ｎ

全体

プロジェ
クト型
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（
２４
）

あ
る
。
Ｃ
Ｗ
は
、
人
間
関
係
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
働
け
る
環
境

で
あ
る
こ
と
に
、
そ
の
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
結
果
は
、
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
以
外
に
他
の
本
業
が
あ
る
兼
業
Ｃ
Ｗ
と
、

ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
の
み
に
従
事
し
て
い
る
専
業
Ｃ
Ｗ
と
の
間
に
違
い
は
（
２５
）

な
い
。

�

ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
の
不
満
・
問
題
点

Ｃ
Ｗ
に
対
し
て
、
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
の
不
満
点
・
問
題
点
に
つ
い
て
尋
ね
た

結
果
が
第
５
表
で
あ
る
。
な
お
、
回
答
は
上
位
三
つ
を
挙
げ
る
方
式
で
あ
る
。

全
体
集
計
で
み
る
と
、「
報
酬
が
安
い
」「
安
定
し
た
収
入
を
確
保
す
る
の
が

困
難
で
あ
る
こ
と
」「
利
用
手
数
料
が
高
い
こ
と
」
が
上
位
の
項
目
で
あ
る
。

「
発
注
さ
れ
る
仕
事
の
継
続
性
が
な
い
こ
と
」
も
含
め
て
、
ワ
ー
カ
ー
の
経
済

的
な
不
満
が
高
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
（
全
体
集
計
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
と
も
に

同
様
の
傾
向
）。
こ
の
点
の
不
満
を
解
消
す
る
こ
と
が
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン

グ
事
業
の
発
展
の
カ
ギ
と
な
ろ
う
。

�

ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
の
継
続
意
思

Ｃ
Ｗ
に
対
し
て
、
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
の
継
続
意
思
に
つ
い
て
尋
ね
た
結
果

は
、
全
体
集
計
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
と
も
に
、「
現
在
の
生
活
環
境
に
あ
っ
て

い
る
の
で
い
い
仕
事
を
選
び
な
が
ら
こ
の
ま
ま
続
け
た
い
」
が
最
上
位
で
、

「
と
き
ど
き
気
が
向
い
た
と
き
に
続
け
て
い
き
た
い
」
が
続
く
。
Ｃ
Ｗ
の
多
く

は
、
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
を
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

�

Ｃ
Ｗ
の
組
合
加
入
状
況

Ｃ
Ｗ
の
企
業
別
組
合
以
外
の
労
働
組
合
加
入
状
況
を
尋
ね
た
結
果
が
第
６
表

で
あ
る
。

全
体
集
計
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。
結
果
は
、「
加
入

し
て
い
る
」
が
極
め
て
少
な
い
。
一
方
、
多
数
は
「
加
入
し
て
い
な
い
し
、
加

入
し
た
く
な
い
」
で
あ
る
が
、「
加
入
し
て
い
な
い
が
、
加
入
し
た
い
」
が
一

定
程
度
あ
る
。

�

Ｃ
Ｗ
の
同
業
者
団
体
加
入
状
況

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
協
会
な
ど
の
同
業
者
団
体
へ
の
加
入
状
況
を
尋
ね
た
結
果
が

第
７
表
で
あ
る
。

企
業
別
労
働
組
合
以
外
へ
の
労
働
組
合
加
入
状
況
と
異
な
り
、
全
体
集
計
と

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
と
の
間
に
は
差
異
が
生
じ
た
。
と
く
に
、
注
目
さ
れ
る
の

は
、「
加
入
し
て
い
な
い
が
、
加
入
し
た
い
」
が
、
全
体
集
計
よ
り
一
〇
・
二

ポ
イ
ン
ト
高
い
点
で
あ
る
。
ま
た
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
の
「
加
入
し
て
い
な
い

が
、
加
入
し
た
い
」
の
割
合
は
、
企
業
別
労
働
組
合
以
外
へ
の
「
加
入
し
て
い

な
い
が
、
加
入
し
た
い
」
と
の
回
答
を
七
ポ
イ
ン
ト
も
上
回
っ
て
い
る
。

�

Ｃ
Ｗ
と
し
て
国
に
望
む
社
会
保
障
制
度

Ｃ
Ｗ
と
し
て
国
に
望
む
社
会
保
障
制
度
を
尋
ね
た
結
果
が
第
８
表
で
あ
る
。

全
体
集
計
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
と
も
に
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
最
多

の
回
答
は
、「
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
か
ら
の
手
数
料
を
原
資
と
す
る
や
や
低
水

準
な
社
会
保
障
制
度
」
で
あ
る
。
次
に
、「
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
の
よ
う
な

働
き
方
に
中
立
な
所
得
保
障
制
度
」
が
続
く
。
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
は
、
ア

ン
ケ
ー
ト
当
時
は
ま
だ
日
本
社
会
に
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
比
較
的
多
数

の
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
に
驚
く
。

な
お
、
全
体
集
計
の
「
そ
の
他
」
の
具
体
的
回
答
と
し
て
、
育
児
休
業
（
一

件
）、
雇
用
保
険
（
一
件
）
が
あ
っ
た
。
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�

小

括

Ｃ
Ｗ
の
保
護
を
考
え
る
際
に
、
最
低
報
酬
額
規
制
を
検
討
す
る
こ
と
は
避
け

ら
れ
な
い
。
現
在
の
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
の
多
く
が
（
マ
イ
ク
ロ
）
タ
ス
ク

型
で
あ
る
実
態
も
考
慮
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
一
部
の
Ｃ
Ｗ

と
は
い
え
、
横
の
つ
な
が
り
を
求
め
る
者
の
ニ
ー
ズ
は
無
視
で
き
な
い
程
度
に

存
在
す
る
。
こ
れ
ら
、
Ｃ
Ｗ
の
ニ
ー
ズ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
の
点
を
フ
ォ

ロ
ー
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
団
結
の
可
能
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能

と
な
ろ
う
。

第７表 ＣＷの属性（同業者団体加入状況）

（％）

〔出所〕２０１８年「クラウドソーシング研究会」調査

第８表 ＣＷとして国に望む社会保障施策

％

〔出所〕２０１８年「クラウドソーシング研究会」調査

わ
か
ら
な
い

２３．７

１５．３

特
に
な
い

１２．１

１２．５

そ
の
他

０．５

２．８

加
入
し
て
い
な
い
し
、
加
入
し
た
く
な
い

５８．０

５４．２

ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
の
よ
う
な
働
き
方
に
中
立
な
所
得
保
障
制
度

２４．３

２０．８

ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
・
発
注
者
双
方
か
ら
の
手
数
料
を
原
資
と
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と

同
水
準
の
社
会
保
障
制
度

１９．５

１８．１

加
入
し
て
い
な
い
が
、
加
入
し
た
い

１７．６

２７．８

発
注
者
か
ら
の
手
数
料
を
原
資
と
す
る
や
や
低
水
準
な
社
会
保
障
制
度

１６．４

１８．１

加
入
し
て
い
る

０．７

２．８

ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
か
ら
の
手
数
料
を
原
資
と
す
る
や
や
低
水
準
な
社
会
保
障
制
度

２７．２

２７．８

１，８６２

７２

１，８６２

７２

ｎ

全 体

プロジェクト型

ｎ

全体

プロジェクト型
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五

変
革
が
迫
ら
れ
る
企
業
労
働
中
心
の

労
働
法
制
・
社
会
保
障
制
度

１

企
業
労
働
と
労
働
法
制
・
社
会
保
障
制
度

ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
は
、
雇
用
を
中
心
と
す
る
企
業
労
働
を
大
き
く
変
え

う
る
と
す
で
に
述
べ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
現
代

企
業
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
そ
も
そ
も
従
来
型
の
雇
用

が
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

前
述
の
と
お
り
、
従
来
型
の
雇
用
は
二
〇
世
紀
型
の
工
場
労
働
を
モ
デ
ル
と

し
た
垂
直
的
統
合
企
業
組
織
を
前
提
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
雇
用
労
働
、
す
な
わ

ち
企
業
労
働
と
い
う
の
は
、
末
端
労
働
者
を
含
め
て
企
業
が
指
揮
命
令
を
通

じ
、
直
接
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
労
働
法
制
や
社
会
保
障
の
仕
組
み
は
、
企
業
労
働
、
と
り
わ
け
正

規
労
働
者
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
た

と
え
ば
、
労
働
法
上
の
労
働
者
概
念
や
労
働
時
間
規
制
、
あ
る
い
は
被
用
者
保

険
と
い
っ
た
仕
組
み
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
の
進
展
と
現
行
法
制
の
限
界

し
か
し
、
こ
れ
ら
従
来
の
企
業
概
念
で
は
、
新
た
な
就
労
者
の
働
き
方
／
働

か
せ
方
を
適
切
に
と
ら
え
き
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
の
利
用
が
進
め
ば
、
企
業
組
織
と
い
う
も
の
は
相
対
化
す
る
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
特
徴
は
、
自
分
の
た
め
に
働
く
人
を

容
易
に
組
織
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
企
業
組
織

の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
労
働
力
調
達
手
段
が
多

様
化
す
る
。
正
規
雇
用
が
相
対
化
さ
れ
、
労
働
力
の
調
達
と
調
整
と
い
う
新
た

な
能
力
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
管
理
職
に
求
め
ら
れ
る
役
割
が
変

化
し
、
あ
る
い
は
そ
の
存
在
が
相
対
化
す
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
国
境
を
越
え
た
労
働
力
の
調
達
の
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
か
ら
、
賃

金
や
報
酬
の
決
定
は
市
場
化
し
、
こ
れ
が
企
業
内
部
に
も
進
行
す
る
こ
と
に
な

る
。企

業
に
お
い
て
は
事
業
場
が
縮
小
し
、
あ
る
い
は
事
業
場
が
個
人
の
家
庭
内

等
に
「
分
散
」
す
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
労

働
力
の
取
引
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
事
業
場
概
念
と
い

う
も
の
は
相
対
化
し
、
場
所
と
い
う
概
念
が
重
要
で
な
く
な
る
。
さ
ら
に
は
労

働
時
間
概
念
も
相
対
化
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

最
後
に
、「
労
働
者
」
の
匿
名
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

じ
た
隔
地
者
間
の
取
引
と
い
う
の
は
、
対
面
を
し
な
い
で
成
立
す
る
関
係
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
労
働
者
の
個
性
が
重
要
で
な
く
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
労
働
そ
の
も
の
が
商
品
化
さ
れ
る
可
能
性
を
生
じ
さ
せ
、
さ
ら

に
は
、
労
働
力
と
い
う
も
の
が
切
り
売
り
化
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
か
ら
の
労
働
法
制
で
は
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
防
ぐ
ア
イ
デ
ィ
ア

が
必
要
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
匿
名
化
し
た
労
働
者
に
お
い
て
は
、「
評
価
」
が
重
要
で
あ
る
。
こ

の
点
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
は
、
企
業
に
代
わ
っ
て
就
業
者
の
評
価
の
客

観
性
を
担
保
さ
せ
う
る
機
能
を
担
う
な
ど
の
大
き
な
可
能
性
が
あ
る
と
い
っ
て
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い
い
。
そ
う
す
る
と
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
自
体
に
、
評
価
そ
れ
自
体
の
正
当

性
を
担
保
す
る
こ
と
の
責
任
や
、
こ
れ
を
前
提
と
し
た
評
価
の
利
用
と
い
う
こ

と
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

六

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の
保
護

（
日
本
の
動
向
）

１

日
本
の
政
策
動
向

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
い
っ
た
雇
用
さ
れ
な
い
働
き
方
の
増
加
に
対
応
し
て
、
政

府
は
、
二
一
年
三
月
二
六
日
に
「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
し
て
安
心
し
て
働
け
る
環

境
を
整
備
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」）
を
策
定
（
２６
）

し
た
。
そ
の
内
容
は
、「
労
働
者
」
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
従
来

の
裁
判
例
の
傾
向
を
あ
ら
た
め
て
提
示
し
た
う
え
で
、
独
占
禁
止
法
や
下
請
法

に
よ
る
保
護
が
な
さ
れ
う
る
と
し
て
い
る
。
決
し
て
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就

労
者
の
保
護
を
拡
大
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
内
容
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
前
後
し
て
、
独
占
禁
止
法
等
の
法
領
域
を
専
門
と
す
る
経
済
法
に
お

い
て
も
、
就
労
者
の
保
護
へ
の
関
心
が
に
わ
か
に
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
法
と
経
済
法
の
境
界
問
題
が
、
あ
ら
た
め
て
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
ア
ン
チ
・
ト
ラ
ス

ト
法
（
独
禁
法
）
の
適
用
に
よ
っ
て
取
り
締
ま
り
の
対
象
で
あ
っ
た
労
働
組
合

運
動
が
、「
労
働
は
商
品
で
は
な
い
」（
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
宣
言
）
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
独
禁
法
の
適
用
対
象
か
ら
免
れ
（
放
任
）、
ワ
グ
ナ
ー
法
の
制
定

に
よ
っ
て
労
働
者
の
団
結
権
・
団
体
交
渉
権
を
確
立
さ
れ
（
法
認
）、
経
営
者

側
の
不
当
労
働
行
為
が
禁
止
さ
れ
て
き
た
（
保
護
）
よ
う
に
、
労
働
法
は
、
経

済
法
か
ら
の
独
立
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
就
労
者
の
保
護
に
、
経
済
法
的
に
対
応

す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
誤
り
で
あ
る
。

ま
た
、「U

ber

型
」
の
就
労
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
Ｃ
Ｓ
型
」
の
就
労

者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
多
く
は
経
済
的
独
立
性
の
程
度
が
低
い
こ
と
が
多
い

（
第
四
節
参
照
）。
こ
れ
ら
の
実
態
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
就
労
者
は
経
済
法

で
は
な
く
労
働
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の
保
護
に
関
し
て
は
、「
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
策
定
の
ほ
か
、
副
業
や
兼
業
に
関
す
る
ル
ー
ル
の
進
展

の
な
か
に
若
干
関
連
す
る
内
容
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
に
ほ
と
ん
ど

目
立
っ
た
動
き
は
な
い
。

２

「U
b
er

型
」
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の
保
護

�
「
労
働
者
」
性
を
め
ぐ
る
争
い
の
現
状

日
本
に
お
い
て
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の
保
護
に
関
す
る
立
法
が
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
以
上
、
こ
れ
ら
就
労
者
の
保
護
は
、
現
行
法
令
の
解
釈
・

適
用
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
具
体
的
に
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者

が
、
労
働
基
準
法
や
労
働
組
合
法
上
の
「
労
働
者
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
そ
の
近

道
と
な
る
。

し
か
し
、
本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の

「
労
働
者
」
性
が
正
面
か
ら
判
断
さ
れ
た
裁
判
例
や
労
働
委
員
会
命
令
は
、
執
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筆
時
点
で
は
な
い
。
現
在
、
東
京
都
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、U

ber
E

ats

を

被
申
立
人
と
し
た
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
事
件
が
係
争
中
で
あ
る
が
、
こ
れ

の
判
断
が
近
々
な
さ
れ
る
見
込
み
と
な
っ
て
い
る
。

�

U
b
er
E
ats

と
配
達
員
（
就
労
者
）
等
の
法
的
関
係

U
ber

E
ats

と
配
達
員
（
就
労
者
）
を
め
ぐ
る
法
的
関
係
は
複
雑
で
あ
る

（
巻
頭
色
刷
り
第
８
図
）。
ま
ず
、
飲
食
店
お
よ
び
注
文
主
で
あ
る
消
費
者
は
、

と
も
にU

ber
E

ats

に
登
録
す
る
。
注
文
主
が
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通

じ
て
料
理
の
注
文
を
す
る
と
、U

ber
E

ats

を
通
じ
て
飲
食
店
に
注
文
情
報
が

伝
送
さ
れ
る
。
こ
れ
と
同
時
に
、U

ber
E

ats

は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
登
録
を
し
、

か
つ
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
起
動
さ
せ
て
い
る
配
達
可
能
な
位
置
に
い
る
配

達
員
で
あ
る
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
に
配
達
の
依
頼
を
行
う
。
こ
の
配
達
リ
ク
エ
ス

ト
を
受
け
た
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
が
、
飲
食
店
に
赴
き
、
商
品
を
受
け
取
っ
て
注

文
主
の
指
定
し
た
場
所
に
配
達
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
法
的
関
係
に
つ
い
て
、U

ber

（
２７
）

E
ats

は
、
東
京
都
労
働
委
員
会
の
調
査

や
審
問
に
お
い
て
、「U

ber
E

ats

は
、
登
録
飲
食
店
と
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
を

相
手
方
と
し
て
、U

ber

の
提
供
す
る
リ
ー
ド
（
マ
ッ
チ
ン
グ
）
ジ
ェ
ネ
レ
ー

シ
ョ
ン
（＝

見
込
み
客
の
創
出
）
サ
ー
ビ
ス
（
飲
食
店
と
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
と

の
間
の
運
送
契
約
の
マ
ッ
チ
ン
グ
）
を
行
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」（
被
申
立

人
答
弁
書
）
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

一
方
で
、U

ber
E

ats

と
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
契
約
内
容
は
、
一
方
的
に

決
定
・
変
更
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
配
達
報
酬
は
、
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
に

さ
え
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
計
算
式
で
計
算
さ
れ
る
「
基
本
金
額
」
と
「
配
達

調
整
金
」
に
、
一
定
回
数
の
配
達
を
行
う
と
報
酬
が
上
乗
せ
さ
れ
る
「
ク
エ
ス

ト
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
（
二
二
年
三
月
現
在
）。
し
か
し
、
こ
の
報

酬
額
の
決
定
方
法
も
、
二
一
年
一
二
月
二
〇
日
に
一
方
的
に
改
定
、
実
施
し
た

も
の
で
あ
る
。

ま
た
、U

ber
E

ats

は
、
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
し
て
な
さ
れ
た
注
文
主
か

ら
の
評
価
に
よ
り
、
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
利
用
停
止
の
措

置
を
行
う
権
利
が
あ
る
こ
と
が
、
規
約
上
定
め
ら
れ
て
お
り
、
申
立
人
の
主
張

に
よ
れ
ば
、
実
際
に
も
利
用
停
止
措
置
が
執
ら
れ
た
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
が
い
る

よ
う
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
実
態
を
考
慮
す
れ
ば
、U

ber
E

ats

と
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の

関
係
は
、U

ber
E

ats

主
張
の「
運
送
契
約
の
マ
ッ
チ
ン
グ
」で
は
な
く
、

U
ber

E
ats

を
使
用
者
と
し
た
一
定
の
労
働
関
係
に
あ
る
と
評
価
す
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。

�

U
b
er
E
ats

の
配
達
員
（
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
）
は
労
働
組
合
法
上
の

「
労
働
者
」
か

労
働
組
合
法
上
の
「
労
働
者
」
か
否
か
は
、
①
事
業
組
織
へ
の
組
み
入
れ

（
労
務
供
給
者
が
相
手
方
の
事
業
遂
行
に
不
可
欠
な
い
し
枢
要
な
労
働
力
と
し

て
組
織
内
に
確
保
さ
れ
て
い
る
か
否
か
）、
②
契
約
内
容
の
一
方
的
・
定
型
的

決
定
（
契
約
の
締
結
の
態
様
か
ら
、
労
働
条
件
や
提
供
す
る
労
務
の
内
容
を
相

手
方
が
一
方
的
・
定
型
的
に
決
定
し
て
い
る
か
）、
③
報
酬
の
労
務
対
価
性

（
労
務
供
給
者
の
報
酬
が
労
務
供
給
に
対
す
る
対
価
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
も

の
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
か
）
と
い
っ
た
主
要
な
考
慮
要
素
の
ほ
か
、
④
補

充
的
判
断
要
素
と
し
て
、
業
務
の
依
頼
に
応
ず
べ
き
関
係
か
否
か
、
広
い
意
味

で
の
指
揮
監
督
下
の
労
務
提
供
、
一
定
の
時
間
的
場
所
的
拘
束
性
が
あ
る
か
が

考
慮
さ
れ
、
さ
ら
に
、
⑤
消
極
的
判
断
要
素
と
し
て
、
顕
著
な
事
業
者
性
が
あ

る
か
否
か
が
考
慮
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
（
２８
）

い
る
。
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こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
①U

ber
E

ats

に
と
っ
て
配
達
パ
ー

ト
ナ
ー
の
存
在
な
く
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
は
成
立
し
な
い
こ
と
か
ら
、「
事
業
遂
行

に
不
可
欠
な
い
し
枢
要
な
労
働
力
と
し
て
組
織
内
に
確
保
さ
れ
て
い
る
」
と
い

え
、
②
報
酬
の
計
算
方
法
等
、「
契
約
内
容
の
一
方
的
・
定
型
的
決
定
」
が
な

さ
れ
、
か
つ
、
③
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
が
受
け
取
る
報
酬
は
、「
労
務
供
給
に
対

す
る
対
価
」
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
他
の
要
素
を
考
慮
す
る
ま
で
も
な

く
、
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
は
労
働
組
合
法
上
の
「
労
働
者
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ

（
２９
）

ろ
う
。

�

U
b
er
E
ats

の
配
達
員
（
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
）
は
労
働
基
準
法
上
の

「
労
働
者
」
か

一
方
、
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
が
労
働
基
準
法
上
の
「
労
働
者
」
と
い
え
る
か
に

つ
い
て
は
、
疑
問
が
生
じ
る
。

労
働
基
準
法
上
の
「
労
働
者
」
か
否
か
は
、
一
般
的
に
は
「
使
用
従
属
性
」

の
有
無
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
使
用
従
属
性
」
の
有
無
に

関
す
る
具
体
的
な
判
断
に
際
し
て
は
、
労
働
基
準
法
研
究
会
「
労
働
基
準
法
の

『
労
働
者
』
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
」（
一
九
八
五
年
一
二
月
一
九
日
）（
以

下
、
労
基
研
報
告
）
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
労
基
研
報
告
で
は
、

大
き
く
い
っ
て
、
①
指
揮
監
督
下
の
労
働
、
②
報
酬
の
労
務
対
償
性
、
③
労
働

者
性
の
判
断
を
補
強
す
る
要
素
の
三
要
素
で
判
断
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
①
指
揮
監
督
下
の
労
働
か
否
か
に
つ
い
て
は
、「
仕
事
の
諾
否
の
自
由
」、

「
業
務
遂
行
上
の
指
揮
監
督
の
有
無
」、「
拘
束
性
の
有
無
」、「
代
替
性
の
有

無
」
と
い
っ
た
要
素
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
③
労
働
者
性
の

判
断
を
補
強
す
る
要
素
に
つ
い
て
は
、「
事
業
者
性
の
有
無
」、「
専
属
性
の
程

度
」
等
が
検
討
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
判
断
基
準
は
、
典
型
的
な
雇
用
関
係
が
労
働
の
多
数
を
占
め
て

き
た
時
代
に
構
築
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
基
準
を
前
提

と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
の
「
労
働
者
」
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
そ
も

そ
も
不
適
切
と
の
批
判
が
あ
り
え
よ
う
。
実
際
、
非
労
働
者
化
が
多
様
な
形
で

進
行
し
て
い
る
現
状
に
対
し
て
、
従
来
の
「
労
働
者
」
性
の
判
断
枠
組
み
を
そ

の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
に
は
強
い
異
論
が
（
３０
）

あ
る
。

し
か
し
、
運
送
業
の
事
案
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、「
業
務
遂
行
上
の
指
揮

監
督
の
有
無
」
を
厳
格
に
判
断
し
、
そ
の
「
指
揮
監
督
下
の
労
働
」
か
否
か
の

判
断
を
行
っ
て
（
３１
）

い
る
。
ま
た
、
業
務
委
託
契
約
を
締
結
し
て
稼
働
し
て
い
た
バ

イ
シ
ク
ル
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
の
労
働
基
準
法
上
の
「
労
働
者
」
性
が
争
わ
れ
た

（
３２
）

事
情
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
実
務
を
み

る
限
り
、U

ber
E

ats

を
通
じ
て
就
労
し
て
い
る
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
が
労
働
基

準
法
上
の
「
労
働
者
」
と
さ
れ
る
可
能
性
は
、
低
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

（
３３
）

な
い
。

そ
う
す
る
と
、
労
働
基
準
法
上
の
「
労
働
者
」
と
し
て
の
保
護
を
考
え
る
た

め
に
は
、
何
ら
か
の
立
法
的
措
置
が
必
要
と
な
ろ
う
。

３

「
Ｃ
Ｓ
型
」
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の
保
護

�

労
働
基
準
法
上
の
労
働
者
か

①

検
討
す
る
意
義

ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
（
Ｃ
Ｗ
）
の
保
護
を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
は
そ
の
「
労

働
者
」
性
の
有
無
を
検
討
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
を

対
象
と
し
た
保
護
法
制
が
な
い
現
状
で
は
、
労
働
法
上
の
保
護
を
及
ぼ
す
こ
と
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に
よ
っ
て
解
決
し
う
る
問
題
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。
と

り
わ
け
、
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
報
酬
額
に
対

す
る
不
満
が
強
い
こ
と
、
そ
し
て
、
比
較
的
低
単
価
な

マ
イ
ク
ロ
タ
ス
ク
型
の
仕
事
が
多
い
現
状
を
考
慮
す
る

と
、
最
低
賃
金
規
制
の
適
用
は
も
っ
と
も
現
実
的
な
方

策
で
（
３４
）

あ
る
。

②

従
来
基
準
に
よ
る
当
て
は
め

従
来
ど
お
り
の
判
断
枠
組
み
（「
使
用
従
属
性
」
の

有
無
）
を
援
用
し
た
と
し
て
も
、
な
お
「
労
働
者
」
性

の
高
い
Ｃ
Ｗ
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
連

合
総
研
調
査
の
結
果
は
、
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
９
表
は
、
一
七
年
連
合
総
研
調
査
に
お
け
る
、
請

負
労
働
者
に
対
す
る
「
労
働
者
」
性
を
判
断
す
る
た
め

の
質
問
事
項
と
、
Ｃ
Ｗ
の
そ
れ
と
の
対
照
表
で
（
３５
）

あ
る
。

連
合
総
研
調
査
で
は
、
物
理
的
制
約
か
ら
Ｃ
Ｗ
へ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
は
不
十
分
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、「
労
働
者
」
性
の
有
無
の
検
討
に
と
っ
て
あ
る

程
度
の
目
安
に
は
な
ろ
う
。

「
仕
事
の
諾
否
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、「
労
働
者
」

性
が
高
い
と
さ
れ
る
Ｃ
Ｗ
の
割
合
は
四
八
・
三
％
で
あ

る
。「
業
務
遂
行
上
の
指
揮
監
督
の
有
無
」
に
つ
い
て

は
、「
労
働
者
」
性
が
高
い
と
さ
れ
る
割
合
は
三
二
・

五
％
で
あ
る
。
ま
た
、「
報
酬
の
労
務
対
償
性
」
つ
い

て
も
、
二
三
・
九
％
の
Ｃ
Ｗ
は
、「
労
働
者
」
性
が
高

第９表 連合総研調査における「労働者」性の有無に関する質問対照表

ＣＷの「労
働者性」が
高い割合

２３．９％

３２．５％

４８．３％

〔出所〕２０１７年連合総研調査

ＣＷへの
質問の有
無

○

×

×

○

×

○

×

「労働者性あり」の回答

「業務に要した時間に応じ
て」

「指定された曜日・時間に
出社している」

「事業所内」または「事業
所以外で、『主な取引先』
の指定する場所」

「『主な取引先』の指示を適
宜受ける必要があり、自身
で決められる範囲が限られ
ている」または「常に『主
な取引先』の指示を受ける
ことが必要で、自身が決め
られる範囲はほとんどな
い」

「よくある。」または「たま
にある。」

「ほとんどない。」または
「まったくない。」

「他者に行わせることはで
きない。」

個人請負に対する労働者性に関する質
問

「あなたの報酬はどのように決められ
ていますか。あてはまるものすべてを
お選びください。（回答はいくつで
も）」

「あなたは『主な取引先』が決めた曜
日や時間に出社していますか。（回答
は１つ）」

「あなたは主にどこで仕事をしていま
すか。（回答は１つ）」

「仕事の進め方は、あなたがどの程度
まで決めることができますか。最もあ
てはまるものをお答えください。（回
答は１つ）」

「あなたは、『主な取引先』から予定さ
れていた業務（契約内容）以外の業務
をやらされたことがありますか。（回
答は１つ）」

「あなたは自分のスケジュール等の都
合で、『主な取引先』からの業務依頼
を断ることがありますか。（回答は１
つ）」

「『主な取引先』との約束として、あな
たが引き受けた業務の全部または一部
を、他者に代わりに行なわせることは
できますか。（回答はいくつでも）」

特集 プラットフォーム労働の実態と課題
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い
報
酬
体
系
で
あ
る
こ
と
が
わ
（
３６
）

か
る
。

連
合
総
研
調
査
で
は
、「
労
働
者
」
性
の
判
断
に
必
要
十
分
な
も
の
と
は
な

っ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
日
本
の
Ｃ
Ｗ
の
な
か
に
は
、
一
定
程
度
、「
労
働

者
」
性
を
有
す
る
就
労
者
が
存
在
し
そ
う
で
あ
る
、
と
い
う
推
測
が
な
り
た
ち

う
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
の
実
態
を
考
え
る
上

で
は
、
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

③

法
解
釈
・
立
法
政
策
の
あ
り
方

か
り
に
Ｃ
Ｗ
が
、
現
行
の
判
断
枠
組
み
か
ら
し
て
、
労
働
基
準
法
上
の
「
労

働
者
」
と
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
な
お
、
①
法
解
釈
に
よ
る
労
働
者
概
念
拡
大

の
是
非
、
お
よ
び
、
②
立
法
的
対
応
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

こ
の
点
、
従
来
か
ら
「
労
働
者
概
念
」
の
拡
大
が
模
索
さ
れ
て
（
３７
）

き
た
。
と
は

い
え
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、
最
低
保
障
額
（
最
低
賃
金
規
制
）
と
い
う
観

点
か
ら
の
議
論
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
印
象
が
（
３８
）

あ
る
。
ク
ラ
ウ
ド
ワ

ー
カ
ー
が
直
面
す
る
問
題
に
沿
っ
た
、
新
た
な
解
釈
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
か
も

し
れ
な
い
。

一
方
、
Ｃ
Ｗ
を
は
じ
め
、
純
粋
な
事
業
者
と
は
い
え
な
い
個
人
の
フ
リ
ー
ラ

ン
ス
等
の
就
労
者
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
以
前
か
ら
「
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」

の
創
設
の
可
能
性
が
議
論
さ
れ
て
（
３９
）

い
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
当
然
あ
ら
た

な
立
法
が
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
第
三
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
」
論
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
こ
の
よ
う
な
個
人
の
就
業
者
へ
の
適
切
な

対
応
と
な
り
う
る
か
は
、
な
お
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
な
（
４０
）

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
よ
う
な
接
近
方
法
は
、
従
来
の
「
労
働
者
」
と
「
個
人
事
業
主
」
と
の
間

に
お
け
る
「
誤
分
類
」
問
題
を
さ
ら
に
複
雑
に
さ
せ
、「
労
働
者
」
と
「
第
三

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」、「
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
「
個
人
事
業
主
」
と
の
間
に
お

け
る
「
誤
分
類
」
の
問
題
を
新
た
に
生
じ
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
、
毛
塚
勝
利
教
授
の
「
基
底
的
労
（
４１
）

働
者
」
概
念
の
よ
う
に
、
法
解
釈

（
あ
る
い
は
立
法
）
に
よ
っ
て
「
労
働
者
」
概
念
を
広
く
認
め
る
立
場
に
賛
成

で
あ
る
。
私
見
も
「
他
者
の
た
め
に
自
分
自
身
で
労
務
を
提
供
し
、
そ
の
対
価

（
報
酬
）
で
生
活
を
す
る
者
」
が
社
会
法
上
の
保
護
を
及
ぼ
す
べ
き
者
を
規
定

す
る
規
範
的
根
拠
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
「
Ａ
Ｂ
５
」
の
よ
う
な
立
法
例
（
後
述
）
を
支
持
し
た

い
。な

お
、
こ
の
よ
う
に
「
労
働
者
」
の
定
義
を
変
え
よ
う
と
す
る
立
法
（
解

釈
）
に
は
、
相
当
な
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
家
内
労
働
法

の
適
用
拡
大
は
、
そ
れ
ほ
ど
ハ
ー
ド
ル
は
高
そ
う
に
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
家
内

労
働
法
に
お
け
る
家
内
労
働
者
は
、
法
的
に
も
委
託
労
働
者
と
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
検
討
も
求
め
ら
れ
て
こ

（
４２
）

よ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
あ
る
種
の
「
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
論
で
あ
る
。

�

労
働
組
合
法
上
の
「
労
働
者
」
性

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｃ
Ｗ
の
な
か
に
は
、
横
の
つ
が
な
り
を
求
め
て
い

る
者
が
一
定
数
存
在
す
る
。
将
来
的
に
は
、
Ｃ
Ｗ
に
よ
る
団
結
が
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
ト
ラ
ブ
ル
発
生
時
に
、
Ｃ
Ｗ
が
既
存
の
ユ
ニ
オ
ン
に
駆
け
込
む
こ

と
も
あ
り
う
る
。

そ
う
す
る
と
、
労
働
組
合
法
上
の
「
労
働
者
」
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

も
有
意
義
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
委
託
労
働
者
の
「
労
働
者
」
性
を
判
断
し
た

Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｘ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
事
件
・
最
三
小
判
平
二
三
・
四
・
一
二
労
判
一
〇
二

六
号
二
七
頁
ほ
か
の
い
わ
ゆ
る
最
高
裁
三
判
決
は
、「
事
業
の
遂
行
に
不
可
欠
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な
労
働
力
と
し
て
、
そ
の
恒
常
的
な
確
保
の
た
め
に
被
上
告
人
の
組
織
に
組
み

入
れ
ら
れ
て
い
た
」
こ
と
を
「
労
働
者
」
性
を
肯
定
す
る
要
素
と
し
た
。
こ
の

事
件
の
枠
組
み
に
従
え
ば
、
専
業
Ｃ
Ｗ
の
労
働
組
合
法
上
の
「
労
働
者
」
性

は
、
否
定
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
専
業
Ｃ
Ｗ
の
労
働
組
合
法
上
の
「
労
働
者
」
性
を
、
ど
の
よ

う
な
枠
組
み
で
捉
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
大
き
な
課
題
が
残
る
こ
と
に
な

る
。七

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の
保
護

（
海
外
の
動
向
）

海
外
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
第
１０
表
で
ま
と
め
た
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
や
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
と
い
っ
た
「U

ber
型
」
の
も
の
で

あ
る
。
か
ろ
う
じ
て
、
ド
イ
ツ
の
二
〇
年
一
二
月
一
日
の
連
邦
労
働
裁
判
所
判

決
が
、「
Ｃ
Ｓ
型
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
連
邦
労
働
裁
判
所
判
決
は
、
労

務
提
供
場
所
が
物
理
的
空
間
に
お
い
て
特
定
さ
れ
て
い
た
事
案
で
あ
り
、
理
念

的
な
「
Ｃ
Ｓ
型
」
と
は
異
な
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

判

例

�

欧
州
の
動
向

ア
メ
リ
カ
（
連
邦
）
に
つ
い
て
は
、「U

ber

型
」「
Ｃ
Ｓ
型
」
と
も
に
連
邦

最
高
裁
判
決
は
ま
だ
な
い
が
、
欧
州
を
中
心
に
「
労
働
者
性
」
を
肯
定
す
る
最

高
裁
判
決
が
相
次
い
で
い
る
。
と
く
に
「U

ber

型
」
に
対
す
る
も
の
が
多

い
。イ

ギ
リ
ス
で
は
、
二
一
年
二
月
一
九
日
の
最
高
裁
（
４３
）

判
決
で
、
ウ
ー
バ
ー
運
転

手
を
「
労
働
者

（
４４
）

（W
orker

）」
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
判
決
は
、「
ウ
ー
バ
ー
社

が
料
金
、
ド
ラ
イ
バ
ー
と
の
間
の
契
約
内
容
、
ア
プ
リ
を
通
じ
た
ド
ラ
イ
バ
ー

に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
あ
る
い
は
乗
客
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
至

る
ま
で
を
管
理
し
て
お
り
、
ド
ラ
イ
バ
ー
が
自
ら
の
事
業
と
し
て
こ
れ
に
従
事

し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
先
立
つ
一
八
年

一
二
月
五
日
の
最
高
裁
（
４５
）

判
決
で
は
、
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
の
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
で
あ
るD

eliveroo

の
配
送
ラ
イ
ダ
ー
を
「
労
働
者
（W

orker

）」
で

は
な
い
と
し
て
い
る
。
本
件
で
は
、
再
委
託
の
よ
う
な
「
代
替
の
権
利
」
が
あ

る
場
合
、「
労
働
者
」
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
先
例
に
も
と
づ
い
て
判
断

さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
八
年
一
一
月
二
八
日
の
破
毀
院
（
４６
）

判
決
で
、
フ
ー
ド
デ
リ

バ
リ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
テ
イ
ク
・
イ
ー
ト
・
イ
ー
ジ
ー
（
Ｔ
Ｅ
Ｅ
）
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
で
就
労
し
て
い
た
就
労
者
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
の
間

に
雇
用
関
係
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
判
決
で
は
、
Ｔ
Ｅ
Ｅ
が
配
達
員
の
位
置

情
報
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
把
握
し
て
お
り
、
ア
プ
リ
へ
の
接
続
状
況
と
配
達
依

頼
の
諾
否
等
の
就
労
状
況
に
も
と
づ
い
て
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
科
す
体
系
化
さ
れ
た

制
裁
シ
ス
テ
ム
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
判
断
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
年
三
月
四
日
の
破
毀
院
（
４７
）

判
決
で
は
、
ウ
ー
バ
ー
運
転
手

に
つ
い
て
、
雇
用
関
係
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
本
件
で
は
、
自
営
業
者

は
通
常
、
自
ら
顧
客
を
管
理
し
、
価
格
を
設
定
し
、
業
務
実
行
の
仕
方
を
決
定

す
る
が
、
こ
の
す
べ
て
の
点
に
つ
い
て
運
転
手
は
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と

判
断
し
た
。
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第１０表 プラットフォーム労働の就労者の「労働者」性に関する各国の動向
主な立法

・２０２０年３月ＣＡＲＥＳ法
……食品配達に従事するＰＦ就労者に対する病気休
暇付与や連邦失業保険の給付（コロナ禍の暫定措
置）。

・（カリフォルニア州）２０１９年９月議会法案第５号（Ａ
Ｂ５）
……失業保険法規も含め広く労働関係法規全般にＡ
ＢＣテストを導入。ただし、２０２０年１１月の住民提案
第２２号（通称Prop.22）により、アプリを利用する
運転手に限り、被用者性判断にＡＢＣテストを用い
ることが否定されている。

・２０２１年１２月９日プラットフォーム労働指令案公表

・２０１５年４月 ポルタージュ・サラリアルに関する政
令（オルドナンス）
……人材派遣に類する契約形態としての「ポルター
ジュ・サラリアル（portage salarial）」を導入。「ポ
ルタージュ・サラリアル」とは、十分な専門知識を
持つ就労者（サラリエ・ポルテ：salarié porté）が
顧客（顧客企業の業務）を獲得し、顧客（企業）が
サラリエ・ポルテの所属する会社（ポルタージュ会
社：entreprise de portage）に代金を支払い、ポル
タージュ会社が、社会保険料や経費、手数料を引い
た後に、（その従業員である）サラリエ・ポルテへ
報酬を支払うシステム。個人事業主のような働き方
をしつつ、雇用労働者の身分を確保する形態。

・２０１６年８月 エル＝コムリ法
……①プラットフォームを介して職業的活動をする
一定の独立労働者について、①団結権等を認め、②
一定のプラットフォームに対して労災保険や職業訓
練に対する費用負担を命じる。

・２０１９年１２月 モビリティ指針法
……プラットフォームに対して「憲章」の制定を求
め、契約内容の適正化を図る。

・２０２１年５月１１日 「ライダー法」
……フードデリバリープラットフォームに対して、
これを通じて就労している者を労働者と扱うことを
義務づけた。

〔出所〕 筆者作成

判例

・連邦最高裁の判決はない。

・２０１８年４月３０日 カリフォルニ
ア州最高裁判決
……オンデマンドで稼働するド
ライバーの被用者性について
“ＡＢＣテスト”を用いて被用
者性を肯定。

・２０１８年１２月５日 最高裁判決
……Deliverooの配送ライダー
を「労働者（Worker）」ではな
いとした。

・２０２１年２月１９日 最高裁判決
……ウーバー運転手について、
「労働者（Worker）」であると
判断

・２０２０年１２月１日 連邦労働裁判
所判決
……プラットフォーム上で、顧
客から受託した業務をいくつか
のタスク（商品陳列棚の写真撮
影等）にしたうえで、これらの
業務につきプラットフォームを
通じてクラウド就労者が受注、
業務遂行した事案。クラウド就
労者の労働者性を肯定した。

・２０１８年１１月２８日 破毀院判決
……フードデリバリーサービス
のテイク・イート・イージー
（TEE）のプラットフォームで
就労していた労働者について、
雇用関係があると判断。

・２０２０年３月４日 破毀院判決
……ウーバー運転手について、
雇用関係があると判断。

・２０２０年９月２５日 最高裁判決
……フードデリバリープラット
フォームのGlovoを通じて就労
している者を労働者とした。

アメリカ
（連邦）

アメリカ
（州）

イギリス

ＥＵ

ドイツ

フランス

スペイン
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ス
ペ
イ
ン
で
は
、
二
〇
年
九
月
二
五
日
の
最
高
裁
（
４８
）

判
決
で
、
フ
ー
ド
デ
リ
バ

リ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
のG

lovo

を
通
じ
て
就
労
し
て
い
る
者
を
労
働
者

と
し
た
。

一
方
、
ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
年
一
二
月
一
日
の
連
邦
労
働
裁
判
所
（
４９
）

判
決
に
よ

り
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
で
、
顧
客
か
ら
受
託
し
た
業
務
を
い
く
つ
か
の
タ

ス
ク
（
商
品
陳
列
棚
の
写
真
撮
影
等
）
に
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
業
務
に
つ

き
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
Ｃ
Ｗ
が
受
注
、
業
務
遂
行
し
た
事
案
で
、
業

務
に
従
事
し
た
Ｃ
Ｗ
の
「
労
働
者
」
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
前
述
の

よ
う
に
本
件
は
理
念
型
と
し
て
の
「
Ｃ
Ｓ
型
」
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本

件
と
は
異
な
る
「
Ｃ
Ｓ
型
」
の
事
案
に
お
い
て
、
本
件
と
同
様
に
「
労
働
者
」

性
が
肯
定
さ
れ
る
か
は
不
明
で
（
５０
）

あ
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
法
の
分
析
に
つ
い
て
は

（
５１
）

別
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

ア
メ
リ
カ
（
州
）―D

ynam
ex

判
決

本
稿
の
定
義
に
お
け
る
「U

ber

型
」「
Ｃ
Ｓ
型
」
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
・
ド
ラ
イ
バ
ー
の
被
用
者
性
が
問
題
と
な

っ
た
事
案
で
あ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
判
決
は
重
要
で
あ
る
。

D
ynam

ex
O

perations
W

est,Inc.v.Superior

（
５２
）

C
ourt

で
は
、
被
用
者
か

independent
contractor

か
の
判
断
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
Ａ
Ｂ
Ｃ
テ
ス

ト
」
を
用
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ

の
Ａ
Ｂ
Ｃ
テ
ス
ト
は
、
Ａ）
就
労
者
が
、
契
約
上
も
実
態
上
も
、
業
務
遂
行
過
程

に
お
い
て
使
用
者
の
指
揮
命
令
下
に
置
か
れ
な
い
こ
と
。
Ｂ）
就
労
者
が
、
使
用

者
の
通
常
の
業
務
の
範
囲
外
の
業
務
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
。
Ｃ）
就
労
者
は
、

使
用
者
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
業
務
と
同
じ
性
質
の
事
業
、
ビ
ジ
ネ
ス
等
を
独

立
、
継
続
し
て
行
な
っ
て
い
る
こ
と
の
す
べ
て
を
使
用
者
が
証
明
し
な
い
限

り
、
被
用
者
と
み
な
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
」。
本
件
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
か
つ
同
州
の
賃
金
令
に
関
す
る
判
断
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
射
程
の
範
囲

は
決
し
て
広
く
は
な
か
っ
た
が
、
後
述
の
と
お
り
、
こ
の
判
決
を
踏
襲
し
た
Ａ

Ｂ
５
の
制
定
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

�

小

括

労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
労
働
力
の
取
引
を
行
っ
て
い
る
就
労
者

の
「
労
働
者
」
性
に
つ
い
て
は
、「U

ber

型
」
が
中
心
で
あ
る
も
の
の
、
欧
州

を
中
心
に
こ
れ
を
肯
定
す
る
判
断
が
続
い
て
い
る
。
ま
た
、D

ynam
ex

判
決

も
、
こ
れ
と
同
一
軸
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
判
決
で
は
、
何
が
「
労
働
者
」
性
を
肯
定
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た

の
か
。
イ
ギ
リ
ス
のU

ber

運
転
手
の
事
案
で
は
、「
ウ
ー
バ
ー
社
が
料
金
、

ド
ラ
イ
バ
ー
と
の
間
の
契
約
内
容
、
ア
プ
リ
を
通
じ
た
ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
、
あ
る
い
は
乗
客
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
至
る
ま
で
を

管
理
し
て
」
い
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
通
じ
た
管
理
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
Ｔ
Ｅ
Ｅ
事
件
に
も
見
ら

れ
る
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
のU

ber

事
件
や
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

のD
ynam

ex

判
決
の
よ
う
に
、
独
立
し
た
個
人
事
業
主
と
し
て
の
実
態
が
な

い
点
に
つ
い
て
も
考
慮
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
考

慮
さ
れ
た
要
素
は
、
各
国
の
法
律
上
の
定
義
や
法
文
化
の
違
い
を
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
や
や
乱
暴
な
分
析
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
日
本
法
に
お
い
て
も
十
分
に
考
慮
可
能
な
事
情
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
一

定
程
度
の
参
考
に
は
な
ろ
う
。
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２

立

法

例

�

Ｅ

Ｕ

執
筆
時
点
で
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
法
令
と
な
っ
た
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
重

要
な
Ｅ
Ｕ
指
令
案
が
審
議
さ
れ
て
お
り
、
採
択
さ
れ
る
可
能
性
は
か
な
り
高
い

と
さ
れ
て
（
５３
）

い
る
。

審
議
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
指
令
（
５４
）

」
案
で
あ
る
。

指
令
案
の
第
一
条
は
、
趣
旨
と
適
用
範
囲
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。「
こ
の

指
令
の
目
的
は
、
…
…
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
を
行
な
う
者
の
労
働
条
件
を

改
善
す
る
こ
と
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
、
①
「
雇
用
上
の
地
位
の
正
確

な
決
定
を
担
保
す
る
こ
と
」
と
、
②
「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
管
理
に
お
け
る
透
明

性
、
公
平
性
、
説
明
責
任
を
促
進
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
達
成
す
る
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
、「
設
立
場
所
に
関
係
な
く
、
ま
た
適
用

さ
れ
る
法
律
に
関
係
な
く
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で
実
施
さ
れ
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労

働
を
編
成
す
る
デ
ジ
タ
ル
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
適
用
さ
れ
る
」
と
し
て

い
る
。

指
令
案
の
第
二
条
は
定
義
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
に
つ
い
て
は
、「
次
の
（
ａ
）
〜
（
ｃ
）
の
要
件
を
満
た
す

商
業
的
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
す
べ
て
の
自
然
人
お
よ
び
法
人
」
と
し
、

「（
ａ
）
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
あ
る
い
は
モ
バ
イ
ル
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
デ

ジ
タ
ル
な
手
段
を
通
じ
た
隔
地
者
間
で
、（
ｂ
）
サ
ー
ビ
ス
受
領
者
の
依
頼
に

も
と
づ
き
、（
ｃ
）
オ
ン
ラ
イ
ン
あ
る
い
は
特
定
の
場
所
に
お
け
る
労
働
か
否

か
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
個
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
」

も
の
と
し
て
い
る
。
次
に
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
」
に
つ
い
て
は
、「
個

人
と
サ
ー
ビ
ス
受
領
者
の
間
に
契
約
関
係
が
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
デ

ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
個
人
と
の
契
約
関
係
に
も
と
づ
き
、
デ
ジ
タ
ル

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
お
い
て
個
人
に
よ
っ

て
遂
行
さ
れ
る
す
べ
て
の
労
働
」
と
し
て
い
る
。「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働

を
遂
行
す
る
者
（person

perform
ing

platform
w

ork

）」
と
は
、「
個
人
と

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
の
名
目
上
の
契
約
関
係
に
か
か
わ
ら
ず
、
個

人
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
す
べ
て
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
い
う
」
と

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
者
（platform

w
orker

）」
と
は
、「
法
令
、
労
働
協
約
、
お
よ
び
慣
行
に
よ
り
、
雇
用
関
係

を
有
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
を
遂
行
す
る
者
を
い
う
」
と
す
る
。

こ
れ
ら
を
前
提
に
、
第
四
条
で
雇
用
関
係
を
推
定
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
一
項
で
は
、「
第
二
項
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に

お
い
て
、
仕
事
の
遂
行
を
編
成
す
る
デ
ジ
タ
ル
労
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
そ

の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
を
行
な
う
者
と
の

間
の
契
約
関
係
は
、
法
的
に
雇
用
関
係
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
」
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
第
二
項
で
は
、
以
下
の
�
〜
�
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
二
つ
の

要
素
を
満
た
す
場
合
に
そ
れ
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る
。

�

報
酬
の
水
準
を
有
効
に
決
定
し
、
ま
た
は
そ
の
上
限
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
。

�

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
を
遂
行
す
る
者
に
対
し
て
、
労
働
の
遂
行
そ
れ
自
体
、
サ

ー
ビ
ス
受
領
者
に
対
す
る
行
為
、
あ
る
い
は
労
働
の
遂
行
に
つ
い
て
、
特
定
の
拘
束
力

あ
る
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
。

�

電
子
的
手
段
を
用
い
る
こ
と
を
含
め
、
労
働
の
遂
行
を
監
督
し
、
あ
る
い
は
労
働
の

結
果
の
質
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
。

�

制
裁
的
手
段
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
含
め
、
労
働
を
編
成
す
る
自
由
（
と
く
に

労
働
時
間
や
休
業
す
る
期
間
の
決
定
）、
諾
否
の
自
由
、
あ
る
い
は
再
委
託
者
や
代
替
者
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の
利
用
の
自
由
を
、
効
果
的
に
制
限
し
て
い
る
こ
と
。

�

顧
客
基
盤
の
構
築
や
第
三
者
の
為
に
労
働
を
遂
行
す
る
こ
と
を
、
効
果
的
に
制
限
し

て
い
る
こ
と
。

こ
の
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
指
令
」
案
が
採
択
さ
れ
た
場
合
、
法
的
に

は
第
四
条
の
解
釈
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
解
釈
論
上
の
問
題
が
残
る
と
し

て
も
、
一
定
の
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
を
遂
行
す
る
者
」
が
「
労
働
者
」

と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
に
与
え
る
影
響
は
き
わ
め

て
大
き
い
。

�

ア
メ
リ
カ
―
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

先
述
のD

ynam
ex

判
決
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
賃
金
令
に
関
す
る
判

断
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
一
般
化
し

よ
う
と
し
た
も
の
が
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
一
九
年
九
月
議
会
法
案
第
五
号

（
通
称
、
Ａ
Ｂ
５
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
州
の
失
業
保
険
法
規
も
含
め
広
く
労

働
関
係
法
規
全
般
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
テ
ス
ト
を
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
Ａ
Ｂ
５

は
一
九
年
九
月
に
成
立
し
、
二
〇
年
一
月
に
施
行
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
二
〇
年
一
一
月
の
住
民
提
案
第
二
二
号
（
通
称Prop.22
）
の
成

立
に
よ
り
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
す
る
運
転
手
に
限
り
、
被
用
者
性
判

断
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
テ
ス
ト
を
用
い
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
住
民

提
案
に
つ
い
て
も
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
Ａ
Ｂ
５
に
関
す
る
動
向
は
、
な

お
流
動
的
で
あ
る
。
こ
の
点
や
、
他
州
に
お
け
る
Ａ
Ｂ
Ｃ
テ
ス
ト
導
入
状
況
に

つ
い
て
は
、
藤
木
（
５５
）

論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

フ
ラ
ン
ス

フ
ラ
ン
ス
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
立
法
が
進
ん
で
い
る
国
で
あ
る
。

ま
ず
、
一
五
年
四
月
の
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
・
サ
ラ
リ
ア
ル
に
関
す
る
政
令
（
オ

ル
ド
ナ
ン
ス
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
人
材
派
遣
に
類
す
る
契
約
形
態
と

し
て
の
「
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
・
サ
ラ
リ
ア
ル
（portage

salarial

）」
を
導
入
し

た
も
の
で
あ
る
。「
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
・
サ
ラ
リ
ア
ル
」
と
は
、
十
分
な
専
門
知

識
を
持
つ
就
労
者
（
サ
ラ
リ
エ
・
ポ
ル
テsalarié

porté

）
が
顧
客
（
顧
客
企

業
の
業
務
）
を
獲
得
し
、
顧
客
（
企
業
）
が
サ
ラ
リ
エ
・
ポ
ル
テ
の
所
属
す
る

会
社
（
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
会
社entreprise

de
portage

）
に
代
金
を
支
払
い
、

ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
会
社
が
、
社
会
保
険
料
や
経
費
、
手
数
料
を
引
い
た
後
に
、

（
そ
の
従
業
員
で
あ
る
）
サ
ラ
リ
エ
・
ポ
ル
テ
へ
報
酬
を
支
払
う
シ
ス
テ
ム
で

あ
る
。
個
人
事
業
主
の
よ
う
な
働
き
方
を
し
つ
つ
、
雇
用
労
働
者
の
身
分
を
確

保
す
る
（
５６
）

形
態
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
労
働
者
と
個
人
事
業
主
と
の
中
間
に
あ

た
る
「
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
設
け
て
一
定
の
保
護
を
図
っ
た
も
の
と
い
え

よ
う
。

次
に
、
一
六
年
八
月
の
エ
ル＝

コ
ム
リ
法
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
を
介
し
て
職
業
的
活
動
を
す
る
一
定
の
独
立
労
働
者
に
つ
い
て
、
①
団

結
権
等
を
認
め
、
②
一
定
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
対
し
て
労
災
保
険
や
職
業

訓
練
に
対
す
る
費
用
負
担
を
命
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
あ
る
種

の
「
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
、
一
九
年
一
二
月
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
指
針
法
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
対
し
て
「
憲
章
」
の
制
定
を
求
め
、
契
約
内
容
の
適
正
化
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

�

ス
ペ
イ
ン

判
例
の
箇
所
で
、
す
で
にG

lovo

判
決
を
紹
介
し
た
。
二
一
年
五
月
一
一

日
の
い
わ
ゆ
る
「
ラ
イ
ダ
ー
法
」
は
、
こ
のG

lovo

判
決
を
立
法
化
し
た
も
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の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
対
し

て
、
こ
れ
を
通
じ
て
就
労
し
て
い
る
者
を
労
働
者
と
扱
う
こ
と
を
義
務
づ
け
た

も
の
で
あ
る
。

�

小

括

す
で
に
立
法
化
さ
れ
た
も
の
に
限
っ
て
い
え
ば
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
Ａ

Ｂ
５
を
除
く
と
、
各
国
の
立
法
は
部
分
的
な
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
傾
向
を
大
き
く
変
え
る
可
能
性
を
持
つ
の
が
、
Ｅ
Ｕ
の
「
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
労
働
指
令
」
案
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
成
立
し
た
場
合
の
影
響
は
、
き

わ
め
て
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。

海
外
の
既
存
の
立
法
例
を
見
る
と
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
に
従
事
す
る

就
労
者
を
「
労
働
者
」
と
認
め
る
例
（
ス
ペ
イ
ン
）
と
、「
労
働
者
」
と
「
個

人
事
業
主
」
と
の
中
間
形
態
と
な
る
「
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
設
け
る
例

（
フ
ラ
ン
ス
）
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
者
の
よ
う
な
「
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
労
働
者
（W

orker

）」
や
ド
イ
ツ
の
「
労
働
者
類
似

（
５７
）

の
者
」
と
い
っ
た
先
行
事
例
も
あ
り
、
こ
れ
は
前
述
の
と
お
り
日
本
の
家
内
労

働
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
家
内
労
働
者
も
同
様
な
制
度
と
い
え
よ
う
。

八

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
と
社
会
保
障

１

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
の
進
展
と
現
行
制
度
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

�

多
様
化
す
る
働
き
方
／
働
か
せ
方
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者

の
実
態

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
は
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
拡
大

を
加
速
化
さ
せ
た
。
ま
た
、
兼
業
・
副
業
を
大
幅
に
緩
和
し
た
企
業
も
あ
る
。

U
ber

E
ats

な
ど
の
配
達
員
が
、
巣
ご
も
り
需
要
の
拡
大
に
応
じ
て
急
速
に
増

加
し
た
が
、
こ
れ
ら
個
人
事
業
主
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
就
労
者
ら
の
な
か
に

は
、
本
業
と
し
て
、
企
業
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
も
多
い
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
雇
用
労
働
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の
個
人
事
業
主

と
し
て
の
働
き
方
と
の
境
界
は
、
す
で
に
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
今

後
は
、
雇
用
労
働
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
等
の
「
個

人
事
業
主
」
を
度
々
移
動
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
働
き
方
を
同
時
に
行
う
よ

う
な
就
労
者
の
存
在
は
当
た
り
前
の
も
の
と
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
働
き
方
／
働
か
せ
方
の
変
化
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
エ
コ
ノ

ミ
ー
の
拡
大
と
も
相
ま
っ
て
、
今
後
ま
す
ま
す
加
速
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
働
き
方
／
働
か
せ
方
の
中
心
で

あ
っ
た
企
業
包
摂
型
の
働
き
方
で
あ
る
雇
用
は
、
縮
小
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
し
、「
雇
用
」
と
い
う
企
業
包
接
型
の
働
き
方
が
縮
小
す
る
か
ら
と
い
っ
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て
、
新
た
に
拡
大
す
る
働
き
方
の
す
べ
て
が
、
独
立
自
営
業
者
の
よ
う
に
、

「
自
己
の
計
算
と
責
任
に
お
い
て
、
事
業
を
遂
行
で
き
る
」
ほ
ど
に
、
経
済
的

に
独
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
就
労
し
て

い
る
就
労
者
の
多
く
は
、「
他
者
の
た
め
に
自
分
自
身
で
労
務
を
提
供
し
、
そ

の
対
価
（
報
酬
）
で
生
活
」
し
て
い
る
実
態
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
働
き
方
の

他
者
へ
の
依
存
性
は
、
自
身
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
「
失
業
」
や
、
私

傷
病
に
よ
る
労
務
の
提
供
困
難
、
高
齢
期
へ
の
不
十
分
な
備
え
と
い
っ
た
状
況

を
も
た
ら
し
得
る
。
す
な
わ
ち
、
就
労
者
の
社
会
保
障
の
必
要
性
に
関
し
て

は
、
企
業
に
包
摂
さ
れ
た
労
働
者
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
企
業

に
包
摂
さ
れ
た
働
き
方
／
働
か
せ
方
が
縮
小
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

変
化
に
対
応
し
た
社
会
保
障
の
仕
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。

�

放
置
さ
れ
て
き
た
個
人
事
業
主
扱
い
さ
れ
て
い
る
就
労
者
を

対
象
と
し
た
社
会
保
障

こ
の
間
、
政
府
は
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
等
の
個
人
事
業
主
と
い
っ
た
働
き
方
／

働
か
せ
方
を
推
奨
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
経
済
産
業
省
は
、
一
六
年
に
「
雇

用
関
係
に
よ
ら
な
い
働
き
方
」
研
究
会
を
発
足
さ
せ
、
一
七
年
に
報
告
書
を
ま

と
め
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
経
済
産
業
省
は
「
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方

が
、
選
択
肢
と
し
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
」
だ
と
し
て
（
５８
）

い
る
。
し
か
し
、

経
済
産
業
省
等
は
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
等
の
個
人
事
業
主
に
対
す
る
社
会
保
障
が

未
整
備
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
（
５９
）

が
ら
、
そ
れ
ら
の
整
備
を
怠
っ
て
き
た
と
い

っ
て
い
い
。
コ
ロ
ナ
禍
は
、
こ
の
矛
盾
を
白
日
の
下
に
さ
ら
（
６０
）

し
た
。

�

現
行
の
社
会
保
障
の
内
容

現
行
の
社
会
保
障
の
仕
組
み
は
、
こ
れ
ら
の
動
き
と
は
異
な
り
、
従
来
の
企

業
労
働
を
中
心
と
し
た
仕
組
み
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
社
会
保
障
は
、

社
会
保
険
を
中
心
と
し
た
仕
組
み
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
中
核
的
制
度
で
あ

る
被
用
者
保
険
と
い
う
仕
組
み
自
体
が
、
そ
の
出
自
か
ら
い
っ
て
も
企
業
労
働

を
前
提
と
し
た
も
の
で
（
６１
）

あ
る
。
雇
用
保
険
、
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
な

ど
、
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
多
く
に
適
用
さ
れ
て
い
る
被
用
者
保
険
は
、

い
ず
れ
も
、
事
業
者
に
加
入
義
務
が
課
せ
ら
れ
、
保
険
料
も
労
使
折
半
で
あ

り
、
保
険
料
の
徴
収
も
事
業
主
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、

雇
用
保
険
と
い
っ
た
失
業
保
険
は
労
働
者
の
み
に
認
め
ら
れ
、
健
康
保
険
も
傷

病
手
当
金
や
出
産
手
当
金
な
ど
有
利
な
制
度
を
有
し
、
保
険
者
自
治
の
も
と

様
々
な
福
利
厚
生
給
付
が
な
さ
れ
、
厚
生
年
金
保
険
は
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
さ

れ
た
報
酬
比
例
年
金
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
被
用
者
保
険
は
、
労
働

者
以
外
の
者
を
対
象
と
す
る
社
会
保
険
で
あ
る
地
域
保
険
と
比
べ
る
と
、
比
較

的
優
位
な
社
会
保
障
制
度
と
い
え
よ
う
。

�

就
労
者
が
求
め
る
働
き
方
と
社
会
保
障
の
ミ
ス
マ
ッ
チ

と
こ
ろ
で
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
等
の
就
労
者
は
、
働
く
場
所
や
時
間
の
自
由
を

重
視
す
る
傾
向
に
（
６２
）

あ
る
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
就
労
し
て
い
る
就
労

者
も
、
こ
の
点
は
共
通
し
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
就
労
者
が
現
行
の
社

会
保
障
制
度
に
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
協
会
の
「
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
白
書
二
〇
二
一
」
に
よ
れ
ば
、「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
・
パ
ラ
レ
ル
キ

ャ
リ
ア
と
し
て
の
働
き
方
を
継
続
し
た
い
と
『
思
っ
て
い
な
い
』
方
」
の
三
番

目
の
理
由
に
「
社
会
保
障
が
不
十
分
だ
か
ら
」
が
挙
げ
ら
れ
て
（
６３
）

い
る
。
ま
た
、

同
調
査
に
よ
れ
ば
、「
あ
な
た
は
会
社
員
・
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
な
ど
の
働
き
方
の

違
い
に
関
わ
ら
ず
、
医
療
や
雇
用
、
老
後
の
財
源
に
対
す
る
社
会
保
障
が
提
供

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
と
て
も
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必
要
で
あ
る
」「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
必
要
で
あ
る
」
と
の
回
答
を
合
わ
せ
る

と
、
九
五
・
七
％
と
い
う
き
わ
め
て
高
い
数
字
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で

あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
現
状
で
は
、「
働
く
時
間
や
場
所
の
自
由
」
さ
と
「
被
用
者
保

険
並
の
社
会
保
障
」
が
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
拡
大
な
ど
、
働
き
方
／
働
か
せ
方
の
変
化

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
期
に
お
け
る
特
別
な
現
象
で
は
な

い
。
コ
ロ
ナ
禍
は
、
社
会
の
変
化
に
対
応
で
き
て
い
な
い
現
行
の
社
会
保
障
制

度
の
問
題
を
顕
在
化
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
と
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
働
き
方
／

働
か
せ
方
の
変
化
が
不
可
逆
的
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
し
た
社
会
保
障

制
度
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

２

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
進
展
と
あ
る
べ
き

社
会
保
障
の
形

�

働
き
方
／
働
か
せ
方
に
中
立
的
な
社
会
保
障
制
度
の
必
要
性

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
利
用
し
て
い
る
就
労
者
は
、「
自
己
の
計
算
と
責
任

に
お
い
て
事
業
を
遂
行
」
す
る
こ
と
が
可
能
な
程
度
に
、
独
立
性
が
高
い
わ
け

で
は
な
い
。
実
際
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業
者
や
個
別
の
就
労
者
に
対
す

る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
高
度
の
専
門
的
能
力
を
有
す
る
「
フ
リ
ー
ラ
ン
サ

ー
」
と
い
わ
れ
る
存
在
は
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
を
利
用
し
な
く
て
も
、
仕

事
を
獲
得
で
き
る
現
状
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー

シ
ン
グ
を
利
用
す
る
就
労
者
は
、
経
済
的
独
立
性
の
程
度
が
低
く
、
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
を
介
し
た
就
労
を
「
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
」
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
位
置
づ

け
て
い
る
こ
と
が
（
６４
）

多
い
。
こ
れ
ら
就
労
者
は
、
高
度
に
独
立
し
た
フ
リ
ー
ラ
ン

ス
で
は
な
く
、
そ
の
実
態
は
「
他
者
の
た
め
に
自
分
自
身
で
労
務
を
提
供
し
、

そ
の
対
価
（
報
酬
）
で
生
活
を
す
る
者
」
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
行
の
被
用
者
保
険
は
、
企
業
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
「
労
働
者
」

を
対
象
と
し
た
制
度
と
し
て
設
計
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
就
労
者
の
保
護
に
は

直
接
対
応
し
て
い
な
い
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
進
展
が
不
可
避

で
あ
り
、
企
業
に
包
摂
さ
れ
な
い
ワ
ー
カ
ー
が
増
加
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
働
き

方
／
働
か
せ
方
に
中
立
的
な
社
会
保
障
制
度
が
必
要
と
い
え
よ
う
。

�

考
え
ら
れ
る
働
き
方
／
働
か
せ
方
に
中
立
的
な
社
会
保
障
制
度

働
き
方
／
働
か
せ
方
に
中
立
的
な
社
会
保
障
制
度
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
①

現
行
の
社
会
保
険
制
度
の
延
長
線
上
で
制
度
設
計
す
る
と
い
う
も
の
と
、
②
働

き
方
／
働
か
せ
方
に
中
立
的
な
ま
っ
た
く
新
し
い
制
度
設
計
と
い
う
、
一
応
二

つ
の
方
向
性
が
あ
ろ
う
。
①
の
現
行
の
社
会
保
険
制
度
の
延
長
線
上
で
の
制
度

設
計
は
、
制
度
構
築
や
制
度
移
行
へ
の
シ
ョ
ッ
ク
が
少
な
く
、
比
較
的
現
実
的

な
対
応
と
い
え
る
。
し
か
し
、
現
行
の
被
用
者
保
険
制
度
は
、
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
企
業
組
織
を
前
提
と
し
た
仕
組
み
で
あ
る
。

一
方
、
②
の
方
法
と
し
て
は
、
一
元
的
な
年
金
制
度
の
創
設
な
ど
の
提
言
が

参
考
に
な
る
ほ
か
、
最
近
で
は
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ
ン
カ
ム
に
関
す
る
議
論
も
展
開

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
元
的
な
年
金
制
度
の
創
設
等
の
構
想
は
、
現
時
点

に
お
い
て
は
、
そ
の
実
現
可
能
性
が
高
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
ベ
ー
シ
ッ

ク
イ
ン
カ
ム
は
、
現
行
の
社
会
保
険
制
度
中
心
の
社
会
保
障
制
度
と
の
間
に
大

き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
、
制
度
移
行
時
に
は
、
想
定
で
き
な
い
問
題
が
生
じ
る

可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
②
働
き
方
／
働
か
せ
方
に
中
立
的
な
ま
っ
た

く
新
し
い
制
度
設
計
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
現
時
点
で
は
現
実
的
な
対
応
と
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は
い
い
が
た
い
。

し
か
し
、
か
つ
て
見
ら
れ
た
日
雇
労
働
者
に
対
す
る
「
日
雇
労
働
被
保
険

者
」（
雇
用
保
険
）
や
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
」（
健
康
保
険
）
の
よ
う
に
、
典

型
的
で
は
な
い
就
労
者
に
対
し
て
も
社
会
保
障
制
度
の
整
備
が
行
わ
れ
て
き

た
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の
多
く
は
、
日
雇
労
働
者
に
近
い
存
在
と
い

え
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
日
雇
労
働
者
に
対
す
る
社
会
保
障
制
度
と
い
っ
た
先

行
事
例
を
も
と
に
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
に
被
用
者
保
険
制
度
の
適
用

を
す
る
と
い
っ
た
立
法
構
想
は
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
な
立
法
論
で
は
な
い
と
考

え
る
。

お
わ
り
に

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の
保
護
の
問
題
に
関
す
る
議
論
は
、
欧
米
が
先

行
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
ガ
イ
ド
ラ
ン
」

と
い
っ
た
小
手
先
の
対
応
に
終
始
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
い
る
間
に
も
、
雇
用
さ
れ
な
い
働
き
方
は
、
企
業
側
の
事
情
や
、

自
由
を
求
め
る
労
働
者
の
増
加
に
よ
っ
て
拡
大
し
て
い
る
。
し
か
し
、
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の
働
き
方
、
と
く
に
「U

ber

型
」
の
そ
れ
は
、
長
期
的

に
見
れ
ば
、
決
し
て
持
続
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
労
働
者
と
し

て
の
保
護
も
、
適
用
さ
れ
る
社
会
保
障
の
内
容
も
未
熟
だ
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
の
労
働
法
上
の
保
護
や
社
会
保
障
制
度
の
構
築
は
、
急

務
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
企
業
労
働
も
変
わ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
者
は
、「
時
間
」
や
「
場
所
」
か
ら
の
自
由
を
希
求
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
こ
れ
を
単
純
に
は
受
け
取
れ
（
６５
）

な
い
。

こ
れ
ら
の
就
労
者
は
、
そ
の
実
、
人
間
関
係
か
ら
の
「
自
由
」
を
求
め
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
時
点
で
は
、
就
労
者
の
保
護
は
、
そ
れ
ら
就
労
者
が

「
労
働
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
近
道
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ら
就

労
者
は
、「
雇
用
に
よ
ら
な
い
働
き
方
」
を
求
め
る
の
か
。
そ
れ
は
、
今
の
企

業
組
織
が
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
横
行
な
ど
、
就
労
者
の
人
格
を
脅
か
す
存
在
だ

か
ら
で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
ら
就
労
者
に
対
し
て
、「
雇
用
は
決
し
て
不
自
由

で
は
な
い
」
と
い
え
る
よ
う
、
企
業
も
自
ら
変
革
す
る
べ
き
で
あ
る
。

（
沼
田

雅
之
）

（
１
）
『
東
京
新
聞
』
二
〇
二
二
年
二
月
一
五
日
朝
刊
。

（
２
）
石
田
眞
「『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
労
働
法
』
の
比
較
研
究
に
向
け

て
」『
労
働
法
律
旬
報
』
一
九
四
四
号
（
二
〇
一
九
年
）
六
〜
七
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
３
）
た
と
え
ば
、
連
合
総
合
生
活
開
発
研
究
所
『
働
き
方
の
多
様
化
と
法
的
保
護
の
あ

り
方
〜
個
人
請
負
就
業
者
と
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
の
就
業
実
態
か
ら
〜
』（
二
〇
一
七

年
）
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
を
利
用
し
て
い
る
就
労

者
に
も
、
一
定
数
の
「
専
業
ワ
ー
カ
ー
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。

（
４
）
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
の
定
義
に
は
定
説
は
な
く
、
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
田
・
前
掲
注
（
２
）
七
頁
や
同
一
〇
〜
一
一
頁
脚
注

（
５
）
が
詳
し
い
。

（
５
）
石
田
・
前
掲
注
（
２
）
七
頁
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
上
で
取
引
さ
れ
る
財
の
性
質
に
よ
り
、「
資
本
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
「
労
働

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る
。

（
６
）
日
本
労
働
法
学
会
第
一
三
八
回
大
会
後
に
公
表
さ
れ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
類

型
と
し
て
は
、
毛
塚
勝
利「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
就
労
の
現
在
と
法
政
策
の
課
題
」『W

ork

&
Life

世
界
の
労
働
』
二
〇
二
二
年
第
一
号
（
二
〇
二
二
年
）
六
頁
が
あ
り
参
考
に
な

る
。

特集 プラットフォーム労働の実態と課題

69



（
７
）
二
〇
年
一
二
月
一
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
労
働
裁
判
所
判
決
（B

A
G

U
rt.v.1.12.2020-9

A
ZR

102/20

）
で
問
題
と
な
っ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
の
内
容
は
、
商
品
の
陳
列

状
況
を
管
理
・
監
督
す
る
業
務
で
あ
り
、
第
１
図
の
「
労
務
提
供
場
所
の
限
定
」
が
な

さ
れ
て
い
る
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
判
決
の
詳
細
は
、
後
藤
究

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
を
め
ぐ
る
議
論
動
向
」
浜
村
彰
・
石
田
眞
・
毛
塚

勝
利
編
著
『
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
の
進
展
と
社
会
法
の
近
未
来
』（
労
働
開
発
研
究
会
、
二

〇
二
一
年
）
九
一
〜
九
七
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
８
）
浜
村
ほ
か
・
前
掲
注
（
７
）
二
九
〇
頁
以
下
の
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
調
査
」
参
照
。

（
９
）
た
と
え
ば
、
浜
村
ほ
か
・
前
掲
注
（
７
）
二
九
二
〜
二
九
三
頁
参
照
。

（
１０
）
「
第
二
特
集

ド
イ
ツ
・
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
調
査
報
告
」『
季
刊
労
働
法
』
二
七
二

号
（
二
〇
二
一
年
）
五
〇
頁
以
下
所
収
の
各
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１１
）
藤
木
貴
史
「Jovoto

社
に
対
す
る
訪
独
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
要
旨
と
考
察
」
ド

イ
ツ
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
調
査
報
告
・
前
掲
注
（
１０
）
六
五
頁
。

（
１２
）
石
田
眞
「
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
の
歴
史
的
位
相
」
浜
村
ほ
か
・
前
掲
注
（
７
）
三
四

頁
。

（
１３
）
浜
村
彰
「
日
本
のU

ber
E

ats

を
め
ぐ
る
労
働
法
上
の
課
題
」
浜
村
ほ
か
前
掲
注

（
７
）
五
〇
〜
五
一
頁
。

（
１４
）
ネ
イ
サ
ン
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
『
ネ
ク
ス
ト
・
シ
ェ
ア

ポ
ス
ト
資
本
主
義
を
生
み

出
す
「
協
同
」
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
二
〇
年
）
一
三
八

頁
。

（
１５
）
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
技
術
で
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
な
社
会
を
め
ざ
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
と
し
て
、「ISeee

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（https://crow

d4u.org/ja/projects/iseee
）

（
二
二
年
四
月
一
五
日
最
終
閲
覧
）
が
あ
る
。

（
１６
）
た
と
え
ば
、
浜
村
ほ
か
・
前
掲
注
（
７
）
三
四
一
頁
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果

（
第
３
表
）
に
よ
れ
ば
、「
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
ク
に
従
事
す
る
理
由
」
の
「
そ
の
他
」
の
具

体
的
回
答
に
、「
妊
娠
・
病
気
・
障
害
」
を
挙
げ
る
者
が
多
い
。

（
１７
）A

m
azon

M
echanicalT

urk

通
じ
てC

row
dFlow

er

社
と
契
約
し
、
タ
ス
ク
の

処
理
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
タ
ス
ク
型
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
（O

tey

v.
C

row
dflow

er,
Inc.,

2015
U

.S.
D

ist.
LE

X
IS

86712

（N
.D

.
C

al.,
July

2,

2015

））。
本
件
で
は
、C

row
dFlow

er

社
が
原
告
ら
に
支
払
っ
た
報
酬
は
、
Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ａ

（
厚
生
労
働
基
準
法
）
お
よ
び
オ
レ
ゴ
ン
州
法
で
定
め
ら
れ
た
最
低
賃
金
に
満
た
な
い
と

し
て
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
が
提
起
さ
れ
た
が
、
原
告
ら
の
勝
訴
的
和
解
と
な
っ
て
決
着

し
た
。

（
１８
）
「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
白
書
二
〇
二
二
」
は
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
協
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で

入
手
で
き
る
（
二
二
年
四
月
一
五
日
最
終
閲
覧
）。

（
１９
）
い
ず
れ
も
浜
村
彰
法
政
大
学
教
授
が
研
究
代
表
者
と
な
っ
て
い
る
基
盤
研
究
�

「
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
の
進
展
と
社
会
法
の
近
未
来
―
―
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
の
法
的

保
護
の
検
討
」（17H

02460

）、
基
盤
研
究
�
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
進

展
と
社
会
法
の
近
未
来
―
―
ゆ
ら
ぐ
企
業
依
存
型
シ
ス
テ
ム
」（20H

01429

）
の
こ
と

を
指
す
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
科
研
費
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
集
し
て
い
る
メ
ン
バ
ー
ら

で
、「
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
研
究
会
」
を
組
織
し
て
お
り
、
執
筆
時
点
で
も
研
究
活
動

を
継
続
し
て
い
る
。

（
２０
）
な
お
、
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
に
従
事
す
る
就
労
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
結
果
は
、

「U
ber

E
ats

の
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
浜
村
ほ
か
・
前
掲
注

（
７
）
三
一
六
〜
三
一
九
頁
参
照
。

（
２１
）
二
一
年
四
月
の
標
準
生
計
費
が
一
人
世
帯
で
一
一
万
四
七
二
〇
円
、
三
人
世
帯
で

二
〇
万
五
八
二
〇
円
（
二
一
年
人
事
院
）
で
あ
る
。

（
２２
）
労
働
者
に
類
似
す
る
働
き
方
を
し
て
い
る
一
定
の
就
労
者
に
つ
い
て
、
労
災
保
険

の
保
険
料
の
自
己
負
担
を
条
件
に
労
災
保
険
へ
の
加
入
を
認
め
る
制
度
。

（
２３
）
「
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
研
究
会
」
に
つ
い
て
は
、
脚
注
（
１９
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
２４
）
連
合
総
研
・
前
掲
注
（
３
）
二
四
九
頁
。「
自
由
に
使
え
る
時
間
・
休
日
」
と
「
人

間
関
係
」
の
満
足
度
（「
大
い
に
」「
や
や
」
満
足
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
八
・
八
％
、
四

九
・
〇
％
で
あ
る
。

（
２５
）
沼
田
雅
之
「
第
四
章

ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
保
護
の
可
能
性
」
連
合
総
研
・
前
掲

注
（
３
）
一
二
五
頁
。

（
２６
）
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
は
、
厚
生
労
働
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
で

あ
る
（
二
二
年
四
月
一
五
日
最
終
閲
覧
）。
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（
２７
）
被
申
立
人
で
あ
るU

ber
E

ats

側
は
、
単
純
にU

ber
E

ats

だ
け
が
当
事
者
な
わ

け
で
は
な
い
。
ま
ず
、
①
飲
食
店
と
配
達
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通

じ
た
契
約
の
仲
介
や
、
飲
食
店
に
代
わ
っ
て
注
文
主
か
ら
食
事
代
と
配
送
手
数
料
を
回

収
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
がU

ber
E

ats
Japan

で
あ
り
、
②
飲
食
店
と
配
達
パ

ー
ト
ナ
ー
と
を
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
契
約
の
当
事
者
と
な
っ

て
い
る
の
が
、
オ
ラ
ン
ダ
に
登
記
が
あ
るU

ber
Portier

B
.V.

、
そ
し
て
、
�
飲
食
店

と
注
文
者
と
を
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
ア
プ
リ
の
利
用
契
約
の
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
の
が

U
ber

B
.V.

で
あ
る
。

（
２８
）
一
一
年
七
月
「
労
使
関
係
法
研
究
会
報
告
書
」。
な
お
、
労
働
組
合
法
上
の
「
労
働

者
」
に
つ
い
て
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
判
例
・
有
力
説
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

（
２９
）
浜
村
・
前
掲
注
（
１３
）
五
〇
頁
も
同
旨
。

（
３０
）
た
と
え
ば
、
皆
川
博
之
「
労
働
法
上
の
労
働
者
」
日
本
労
働
法
学
会
編
『
講
座
労

働
法
の
再
生
第
一
巻

労
働
法
の
基
礎
理
論
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
七
年
）
八
九
〜

九
二
頁
な
ど
を
参
照
。

（
３１
）
横
浜
南
労
基
署
長
（
旭
紙
業
）
事
件
・
最
一
小
判
平
成
八
・
一
一
・
二
八
労
働
判

例
七
一
四
号
一
四
頁
。

（
３２
）
ソ
ク
ハ
イ
事
件
・
東
京
地
判
平
二
二
・
四
・
二
八
労
働
判
例
一
〇
一
〇
号
二
五

頁
。

（
３３
）
浜
村
・
前
掲
注
（
１３
）
五
二
頁
は
、U

ber
E

ats

で
就
労
す
る
ワ
ー
カ
ー
ら
の
労
基

法
上
の
労
働
者
性
に
つ
い
て
「
認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
」
と
す
る
。

（
３４
）
米
国
の
（
マ
イ
ク
ロ
）
タ
ス
ク
型
の
ク
ラ
ウ
ド
ソ
ー
シ
ン
グ
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｗ
の

公
正
労
働
基
準
法
上
の
「
労
働
者
」
性
の
有
無
が
争
わ
れ
て
い
る
訴
訟
と
し
て
、
脚
注

（
１７
）
で
挙
げ
たO

tey
v.C

row
dflow

er,Inc.

が
あ
る
。
こ
の
訴
訟
で
は
、
米
国
公
正

労
働
基
準
法
お
よ
び
オ
レ
ゴ
ン
州
法
で
定
め
ら
れ
た
最
低
賃
金
と
実
際
の
報
酬
額
と
の

差
額
の
請
求
が
な
さ
れ
て
い
た
。
結
果
は
、
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
側
の
勝
訴
的
和
解
に

よ
っ
て
終
結
し
た
。

（
３５
）
請
負
労
働
者
の
調
査
結
果
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
橋
本
陽
子
「
第
三
章

個
人
請

負
就
業
者
の
現
状
と
課
題
―
―
労
働
者
性
の
問
題
を
中
心
と
し
て
」
連
合
総
研
・
前
掲

注
（
３
）
八
六
頁
以
下
参
照
の
こ
と
。

（
３６
）
沼
田
・
前
掲
注
（
３
）
一
二
八
〜
一
三
一
頁
。

（
３７
）
近
年
の
学
説
の
動
向
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
は
、
皆
川
・
前
掲
（
３０
）
八
九
〜

九
〇
頁
や
、
長
谷
川
聡
「
委
託
型
就
労
者
の
法
的
保
護
」『
労
働
法
学
会
誌
』
一
三
〇
号

（
二
〇
一
七
年
）
二
四
頁
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
３８
）
た
と
え
ば
、
皆
川
・
前
掲
注
（
３０
）
八
八
頁
で
は
、「
人
的
従
属
性
」
の
有
無
を
中

心
に
判
断
す
る
基
準
は
、「
一
定
の
合
目
的
性
が
存
す
る
」
と
す
る
が
、
最
低
報
酬
額
の

保
障
と
い
う
点
は
射
程
に
入
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。

（
３９
）
た
と
え
ば
、
鎌
田
耕
一
編
著
『
契
約
労
働
の
研
究
―
―
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
労

働
問
題
―
―
』（
多
賀
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
一
二
五
頁
〔
鎌
田
耕
一
〕
な
ど
。
ま
た
、

諸
外
国
の
立
法
例
も
含
め
て
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
「『
労
働
者
』
の
法
的
概
念

に
関
す
る
比
較
法
研
究
」（
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
、
二
〇
〇
六
年
）
も
参
照
の
こ

と
。

（
４０
）M

iriam
A.C

herry
and

A
ntonio

A
loisi,

（2017

）“’D
ependent

C
ontractors’

in
the

G
ig

E
conom

y:
A

C
om

parative
A

pproach”
A

m
erican

U
niversity

Law

R
eview.Vol.66,Issue

3

は
、
比
較
法
研
究
を
も
と
に
、「
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
」
に

否
定
的
で
あ
る
。

（
４１
）
毛
塚
勝
利
「
個
人
就
業
者
を
め
ぐ
る
議
論
に
必
要
な
視
野
と
視
座
と
は
」
季
刊
労

働
法
二
六
七
号
（
二
〇
一
九
年
）
六
三
〜
六
四
頁
。

（
４２
）
石
田
・
前
掲
注
（
１２
）
七
六
頁
。
石
田
教
授
は
下
請
法
の
適
用
も
問
題
と
な
る
と

す
る
。
し
か
し
、
労
働
法
的
な
課
題
を
探
る
と
い
う
本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
、
下
請
法
の

問
題
は
あ
え
て
除
外
し
た
。

（
４３
）U

ber
B

V
and

others
v

A
slam

and
others

[2021]
IR

LR
407(SC

)

。

（
４４
）
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
雇
用
法
上
の
就
業
者
の
区
分
は
、「
被
用
者
」

（em
ployee

）、「
労
働
者
」（w

orker

）
で
、
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
な
い
者
が
「
自
営
業

者
」（self-em

ployed

）
と
な
る
。「
労
働
者
」
は
、
被
用
者
の
ほ
か
、
雇
用
契
約
は
存

在
し
な
い
が
就
業
実
態
が
純
粋
な
自
営
業
者
と
は
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
含
む
概
念
だ

が
、
こ
こ
で
は
「
被
用
者
」
を
除
い
た
部
分
を
指
し
、「
被
用
者
」
に
比
し
て
保
証
さ
れ

る
法
的
権
利
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
。」（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
国
別
労
働
ト
ピ
ッ
ク：

イ
ギ
リ

特集 プラットフォーム労働の実態と課題
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ス
よ
り
）
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
労
働
研
究
・
研
究
機
構
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
参
照
（
二
二

年
四
月
一
五
日
最
終
閲
覧
）。

（
４５
）IndependentW

orkers’U
nion

ofG
reatB

ritain

（IW
G

B
)

v
R

ooFoods
Ltd.

T/A
D

eliveroo
[2018]

IR
LR

84(C
A

C
).

（
４６
）Soc.,28

nov.2018,D
.2018.2312

（
４７
）Soc.,4

m
ars

2020,D
r.O

uv.2020.210

（
４８
）R

ider
v.G

lovo
A

pp
23,S.L.

（
４９
）B

A
G

U
rt.v.1.12.2020-9

A
ZR

102/20

（
５０
）
こ
の
点
は
、
山
本
陽
大
「
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
は
『
労
働
者
』
か
？
」（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ

Ｔ
リ
サ
ー
チ
ア
イ
、
二
〇
二
一
年
五
月
七
日
）
に
よ
る
。

（
５１
）
た
と
え
ば
、
後
藤
・
前
掲
注
（
７
）
七
八
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５２
）D

ynam
ex

O
perations

W
est,Inc.v.Superior

C
ourt,4

C
al.5th

903,416
P.3

d
1,232

C
al.R

ptr.3d
1,83

C
al.C

om
p.C

ases
817,2018

C
al.LE

X
IS

3152,168

Lab.C
as.

（C
C

H

）P61,859,2018
W

L
1999120.

（
５３
）
濱
口
桂
一
郎
「
Ｅ
Ｕ
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
労
働
指
令
案
」『
労
働
法
律
旬
報
』
一

八
一
四
号
（
二
〇
二
二
年
）
八
頁
。

（
５４
）
正
式
名
称
は
、C

om
m

ission
proposals

to
im

prove
the

w
orking

conditions

of
people

w
orking

through
digital

labour
platform

s

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
全

文
は
、
Ｅ
Ｕ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
入
手
で
き
る
（
二
二
年
四
月
一
五
日
最
終
閲
覧
）。

（
５５
）
藤
木
貴
史
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
ワ
ー
カ
ー
の
被
用
者
性

の
素
描
」『
労
働
法
律
旬
報
』
二
〇
〇
四
号
（
二
〇
二
二
年
）
二
七
頁
以
下
。

（
５６
）
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
「
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
資
料
シ
リ
ー
ズ
一
六
七

諸
外
国
の

民
間
人
材
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
調
査
―
―
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン

ス
、
中
国
、
韓
国
」（
二
〇
一
六
年
）
五
三
頁
〔
北
澤
謙
〕。

（
５７
）
「
労
働
者
類
似
の
者
」
に
つ
い
て
は
、
橋
本
陽
子
「
ド
イ
ツ
労
働
法
に
お
け
る
『
就

労
者
（B

eschäftigte

）』
お
よ
び
『
労
働
者
類
似
の
者
』
の
概
念
に
つ
い
て
」
山
田
省

三
・
青
野
覚
・
鎌
田
耕
一
・
浜
村
彰
・
石
井
保
雄
編
著
『
毛
塚
勝
利
先
生
古
稀
記
念

労
働
法
理
論
変
革
へ
の
模
索
』（
信
山
社
、
二
〇
一
五
年
）
三
〇
三
頁
以
下
を
参
照
の
こ

と
。

（
５８
）
こ
の
ほ
か
、
二
〇
年
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
は
、
七
〇
歳
ま
で
の
就
業
機
会

の
確
保
の
た
め
に
事
業
主
が
講
ず
る
べ
き
措
置
（
努
力
義
務
）
を
導
入
し
た
が
（
二
一

年
四
月
施
行
）、
こ
の
措
置
の
一
つ
に
「
七
〇
歳
ま
で
継
続
的
に
業
務
委
託
契
約
を
締
結

す
る
制
度
の
導
入
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
５９
）
た
と
え
ば
、
経
済
産
業
省
「
雇
用
関
係
に
よ
ら
な
い
働
き
方
」
に
関
す
る
研
究
会

報
告
書
（
二
〇
一
七
年
）
四
七
頁
に
よ
れ
ば
、「
雇
用
関
係
に
よ
ら
な
い
働
き
手
は
、
怪

我
や
病
気
、
若
し
く
は
出
産
や
育
児
で
休
業
し
、
又
は
受
注
状
況
が
悪
化
若
し
く
は
事

業
を
廃
業
し
、
事
業
収
入
を
失
っ
た
場
合
に
、
公
的
な
支
援
が
ほ
と
ん
ど
得
ら
れ
ず
、

収
入
が
途
絶
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
が
不
十
分
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
収
入
の
不
安
定
さ
の
一
因
に
も
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い

る
。

（
６０
）
溝
上
憲
文
「
政
府
が
持
ち
上
げ
た
『
多
様
な
働
き
方
』
の
皮
肉
な
現
状
、
ギ
グ
ワ

ー
カ
ー
は
労
働
者
で
は
な
い
？
」B

usiness
Insider

Japan

二
〇
二
〇
年
七
月
八
日

（B
usiness

Insider

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）（
二
二
年
四
月
一
五
日
最
終
閲
覧
）
も
同
旨
。

（
６１
）
濱
口
桂
一
郎
「
自
営
業
者
の
社
会
的
保
護
」『W

ork
&

Life

世
界
の
労
働
』
五
五

号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
頁
も
同
旨
。

（
６２
）
連
合
総
研
・
前
掲
注
（
３
）
二
四
〇
頁
に
よ
れ
ば
、「
自
由
に
使
え
る
時
間
、
休

日
」
に
「
大
い
に
満
足
し
て
い
る
」「
満
足
し
て
い
る
」
と
回
答
し
た
割
合
は
五
七
・
二

％
で
あ
る
。

（
６３
）
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
協
会
『
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
白
書
二
〇
二
〇
』
一
一
六
頁
。

（
６４
）
「
ク
ラ
ウ
ド
ワ
ー
カ
ー
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
ま
と
め
」
浜
村
ほ
か
・
前
掲

注
（
７
）
三
二
一
〜
三
二
二
頁
。

（
６５
）
沼
田
雅
之
「『
雇
用
』
は
本
当
に
不
自
由
な
働
き
方
か
」『
労
働
法
律
旬
報
』
一
九

九
一
号
（
二
〇
二
一
年
）
四
〜
五
頁
参
照
。
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